
法
と
経
済
の
関
係
に
つ
い
て

1
1
1
対
米
従
属
の
深
化
と
法
の
諸
問
題
1
1
1

宮

j
 

i
 

--.，，， 

澄

l土

し

カミ

卦
C

マ
ル
ク
ス
主
義
法
理
論
の
理
論
的
課
題
の
一
つ
で
あ
る
、
法
の
相
対
的
独
自
怯
の
問
題
に
つ
い
て
は
、
ま
だ
充
分
な
研
究
が
な
し
と
げ

ら
れ
て
い
る
と
は
い
え
な
い
。
か
つ
て
筆
者
は
『
法
の
相
対
的
独
自
性
に
つ
い
て
』
〈
立
教
経
済
学
研
究
第
一
五
巻
一
号
八
一
九
六
一
年
六
月
〉
〉

と
い
う
論
文
に
お
い
て
、
こ
の
問
題
を
取
扱
っ
た
こ
と
が
あ
る
。
ぞ
れ
は
主
と
し
て
マ
ル
ク
ス
H
エ
ン
ゲ
ル
ス
日
レ

l
ニ
ン

H
ス
タ
ー
リ

ン
の
古
典
的
諸
論
文
l
l
l
こ
れ
は
そ
れ
ぞ
れ
の
具
体
的
な
歴
史
的
経
験
を
素
材
と
し
て
到
達
し
た
法
に
た
い
す
る
理
論
的
究
明
で
あ
る
が

ー
ー
を
手
が
か
り
と
し
て
、

マ
ル
ク
ス
主
義
法
理
論
で
は
、
法
と
経
済
の
相
互
作
用
を
ど
の
よ
う
に
把
握
す
る
か
と
い
う
観
点
に
焦
点
を

合
わ
せ
て
取
扱
っ
て
い
る

Q

そ
こ
で
は
当
然
の
結
果
と
し
て
、
す
ぐ
れ
て
抽
象
的
な
法
的
思
考
の
展
開
と
し
て
組
立
て
ら
れ
て
い
る
。

K

-
マ
ル
ク
ス
は
な
に
よ
り
も
経
済
的
土
台
に
よ
っ
て
法
制
度
が
規
定
さ
れ
る
こ
と
、
そ
し
て
法
制
度
1
1
1他
の
上
部
構
造
全
体
が
そ
う
で

法
と
経
済
の
関
係
に
つ
い
て

五。



法
と
経
済
の
関
係
に
つ
い
て

五
O
四

あ
る
よ
う
に
|
|
経
済
的
土
台
に
対
し
て
、

一
定
の
反
作
用
を
な
す
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。
こ
れ
は

K
・
マ
ル
ク
ス
の
『
経
済
学
批
判
』

の
序
言
の
、

つ
、
ぎ
の
個
所
に
よ
っ
て
定
式
化
さ
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、

『
人
聞
は
そ
の
生
活
の
社
会
的
生
産
に
お
い
て
、
一
定
の
、
必
然
的
な
、
か
れ
ら
の
意
思
か
ら
独
立
し
た
関
係
、
す
な
わ
ち
生
産
関
係
に
は
い
る
。

こ
の
生
産
関
係
は
、
か
れ
ら
の
物
質
的
生
産
力
の
一
定
の
発
展
段
階
に
照
応
す
る
。
こ
れ
ら
の
生
産
関
係
の
総
体
は
、
社
会
の
経
済
的
構
造
を
か
た
ち

づ
く
る
。
こ
れ
が
現
実
の
土
台
で
あ
り
、
そ
し
て
そ
の
う
え
に
法
律
的
お
よ
び
政
治
的
な
上
部
構
造
が
た
ち
、
ま
た
こ
の
土
台
に
応
じ
て
社
会
意
識
の

「
「
マ
ル
ク
ス

1
エ
ソ
ゲ
ル
ス
選

♂
集
」
「
巻
三
二
二
ペ
ー
ジ
。
邦

一
定
の
形
態
が
あ
る
。
物
質
的
生
活
の
生
産
方
法
が
社
会
的
・
政
治
的
・
精
神
的
な
生
活
過
程
一
般
を
条
件
づ
け
る
』

訳
「
マ
ル
ク
ス
ー
ェ

γ
ゲ
ル
ス
選
集
」
補
巻
三
ペ
ー
ジ
。
国
民
文
庫
版
九
ペ
ー
ジ
。
J

青
木
文
庫
版
一
九
ペ
ー
ジ
。
マ
ル
ク
ス

l
ュ
γ
ゲ
ル
ス
全
集
一
三
巻
六
ペ
ー
ジ
。
」

こ
こ
で
は
経
済
的
土
台
と
法
的
上
部
構
造
の
相
互
関
係
に
つ
い
て
の
、

K
・
マ
ル
ク
ス
に
よ
る
科
学
的
な
論
断
が
な
し
と
げ
ら
れ
て
い

る
。
こ
の

K
・
マ
ル
ク
ス
の
考
え
方
は
、
そ
の
後
の
歴
史
的
諸
関
係
の
変
化
に
も
と
づ
い
て
、
エ
ン
ゲ
ル
ス
↓
レ

l
ニ
ン
↓
ス
タ
ー
リ
ン

↓
毛
沢
東
に
よ
っ
て
豊
富
化
さ
れ
て
い
る

Q

こ
と
に
毛
沢
東
は
中
国
の
経
験
に
も
と
づ
い
て
、
社
会
主
義
社
会
に
お
け
る
階
級
斗
争
が
上

部
構
造
の
な
か
に
集
中
的
に
現
象
し
、
政
治
が
経
済
に
た
い
し
て
能
動
的
作
用
を
も
つ
こ
と
を
理
論
化
し
た
。
こ
れ
は
一
九
六
三
年
(
昭

和
三
八
年
〉
以
降
の
中
ソ
論
争
ゃ
、

プ
ロ
レ
タ
リ
ア
文
化
大
革
命
に
よ
る
劉
少
奇
批
判
ゃ
、

そ
れ
に
引
き
つ
づ
く
現
在
の
批
林
批
孔
斗
争

に
よ
る
林
彪
の
現
代
修
正
主
義
に
た
い
す
る
理
論
斗
争
に
よ
っ
て
実
証
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
い
づ
れ
も
社
会
主
義
の
も
と
で
の
上
部
構

造
に
お
け
る
激
烈
な
階
級
的

1
政
治
的
斗
争
で
あ
る
。

上
部
構
造
の
一
つ
で
あ
る
法
が
、
ど
の
よ
う
に
経
済
に
た
い
し
て
反
作
用
す
る
か
は
、
歴
史
的
事
実
を
素
材
と
し
て
検
討
し
て
み
る
こ

と
に
よ
っ
て
、
い
っ
そ
う
明
瞭
に
な
る
。
こ
う
し
た
視
点
か
ら
の
考
察
は
、
わ
た
し
の
『
市
民
法
と
社
会
法
』

ハ
青
木
書
底

一
九
六
四
年

一O
月〉

に
よ
っ
て
、
基
礎
的
取
扱
が
な
さ
れ
て
い
る
。
そ
こ
で
は
封
建
的
農
奴
的
生
産
か
ら
資
本
主
義
生
産
へ
の
社
会
的
移
行
と
、
資



本
主
義
自
体
が
産
業
資
本
主
義
か
ら
独
占
資
本
主
義
段
階
へ
の
発
展
過
程
に
生
じ
た
法
制
的
変
化
|
|
市
民
法
の
形
成
と
社
会
法
の
形
成

と
い
う
法
的
変
化
に
よ
っ
て
示
さ
れ
る
|
l
a
を
考
察
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
法
と
経
済
に
つ
い
て
の
理
論
的
課
題
を
歴
史
的
事
実
に
も
と

づ
い
て
検
証
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
独
占
資
本
主
義
に
お
け
る
法
の
一
般
的
特
徴
を
、
国
家
権
力
に
よ
る
直
接
的
介
入
と
い
う
法
的
現
象

l
i
社
会
法
と
し
て
の
ー
ー
ー
の
う
ち
に
把
握
し
た
。
そ
こ
で
と
の
論
稿
で
は
、
独
占
資
本
主
義
に
お
け
る
法
の
一
般
的
特
徴
を
、

一
歩
つ

っ
こ
ん
で
、
具
体
的
な
戦
後
の
日
本
資
本
主
義
の
歴
史
的
な
発
展
過
程
の
な
か
で
把
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
よ
り
精
密
に
な
し
た
い
と
思

ぅ
。
戦
後
の
日
本
資
本
主
義
は
対
米
従
属
の
深
化
の
も
と
で
、
急
速
に
発
展
し
、
こ
こ
で
は
従
属
の
深
化

1
発
展
と
い
う
政
治
的

1
経
済

的
形
態
を
と
っ
て
い
る
。
し
か
も
、
法
は
こ
れ
ら
の
関
係
を
補
主
す
る
媒
介
契
機
と
な
っ
て
い
る
と
い
え
る
。
従
っ
て
、
法
と
経
済
の
栴

互
作
用
の
考
察
が
戦
後
日
本
独
占
資
本
主
義
の
発
展
過
程
を
把
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
比
較
的
多
く
の
素
材
に
も
と
づ
い
て
実
証
で
き
る

と
い
う
特
質
を
も
っ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
従
っ
て
こ
の
論
稿
は
、
戦
後
日
本
独
占
資
本
主
義
の
発
展
が
、
法
の
経
済
に
た
い
す
る
能

動
的
作
用
を
、
い
か
に
利
用
し
て
な
し
と
げ
ら
れ
て
き
た
か
の
歴
史
的
諸
過
程
を
考
察
し
、
法
の
相
対
的
独
自
性
と
い
う
マ
ル
ク
ス
主
義

法
理
論
上
の
理
論
的
課
題
を
追
求
す
る
こ
と
に
し
た
い
。

い
う
ま
で
も
な
く
、
戦
後
の
日
本
独
占
資
本
主
義
の
発
展
過
程
を
、
法
の
経
済
に
た
い
す
る
相
互
作
用
の
展
開
過
程
と
し
て
み
る
限

り
、
国
家
権
力
が
だ
れ
に
よ
っ
て
握
ら
れ
て
い
る
か
と
い
う
、
国
家
論
的
視
点
か
ら
出
発
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
マ
ル
ク
ス
主
義
法
理

論
に
あ
っ
て
は
、
国
家
権
力
の
に
な
い
手
の
利
益
が
国
家
意
思
に
よ
っ
て
認
証
さ
れ
、
法
に
昇
格
し
、
法
に
し
め
さ
れ
た
法
秩
序
が
国
家

権
力
と
い
う
公
的
暴
力
に
よ
っ
て
、
強
制
さ
れ
る
と
す
る
理
解
に
立
っ
て
い
る
。
こ
の
ば
あ
い
国
家
権
力
の
に
な
い
手
は
、
戦
後
一
貫
」

て
、
ア
メ
リ
カ
帝
国
主
義
と
こ
れ
に
従
属
し
た
日
本
独
占
資
本
で
あ
る
と
す
る
現
実
を
承
認
せ
ざ
る
を
え
な
い
。
こ
の
基
本
的
認
識
に
た

っ
て
戦
後
の
法
と
経
済
の
相
互
関
係
の
考
察
を
な
す
に
は
、
便
儀
的
に
時
期
区
分
を
な
し
て
お
く
こ
と
が
便
利
で
あ
る

Q

と
こ
ろ
が
、
時

法
と
経
済
の
関
係
に
つ
い
て

五
O
五



法
と
経
済
め
関
係
に
つ
い
て

五
O
六

期
区
分
の
指
標
を
な
に
に
求
め
、
な
に
に
よ
っ
て
決
定
す
る
か
と
い
う
点
に
な
る
と
問
題
が
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
ば
法
秩
序
の
維
持
の
た

め
、
公
的
暴
力
の
発
動
が
な
さ
れ
る
横
粁
と
し
て
、
法
の
整
備
が
な
さ
れ
る
が
、
か
か
る
法
的
現
象
自
体
は
、
そ
れ
に
先
行
す
る
社
会
・

経
済
的
条
件
の
玄
化
と
、
そ
れ
に
も
と
づ
く
必
要
性
の
法
的
表
現
に
過
ぎ
な
い
か
ら
で
あ
る
。
従
っ
て
、
こ
こ
で
は
法
と
経
済
の
関
係
は
、

つ
ね
に
連
続
性
の
も
と
に
置
か
れ
、
社
会
・
経
済
的
条
件
の
変
化
に
伴
う
要
求
が
、
既
存
の
法
秩
序
に
よ
っ
て
維
持
さ
れ
な
く
な
っ
た
時

点
で
、
新
ら
し
い
法
的
現
象
を
結
果
す
る
か
ら
で
あ
る
。
だ
か
ら
、
便
儀
的
な
取
扱
い
に
過
ぎ
な
い
が
、
法
の
経
済
に
た
い
す
る
反
作
用

を
把
握
す
る
た
め
、

日
本
独
占
資
本
主
義
が
ア
メ
リ
カ
帝
国
主
義
に
従
属
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
復
活
・
強
化
さ
れ
て
い
く
諸
過
程
で

生
じ
た
、
国
家
権
力
に
よ
る
法
の
経
済
に
た
い
す
る
促
進
的
役
割
の
強
弱
を
、
対
米
従
属
の
深
化
の
度
合
と
結
び
つ
け
て
把
え
る
と
い
う

指
標
で
、
時
期
区
分
を
な
す
こ
と
に
す
る
。
こ
の
指
標
か
‘
り
す
れ
ば
、
ほ
ぼ
つ
ぎ
の
よ
う
に
時
期
区
分
を
な
す
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。

(1) 

第
一
期
(
一
九
四
五
年
八
昭
和
二

O
年
〉
入
月

t
一
九
四
七
年
〈
昭
和
二
二
年
〉
五
月
)

」
の
時
期
は
一
九
四
五
年
(
昭
和
二
O

年
)
八
月
の
敗
戦
か
、
り
、
日
本
国
憲
法
が
制
定
(
昭
和
二
一
年
一
一
月
)
さ
れ
、
そ
れ
が
施
行
さ
れ
た
一
九
回
七
年
(
昭
和
二
二
年
)
五
月

ま
で
の
時
期
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
ア
メ
リ
カ
帝
国
主
義
に
よ
る
軍
事
占
領
に
も
と
づ
く
占
領
命
令
(
覚
書
・
指
令
〉
に
よ
っ
て
、
日
本
支

配
が
な
さ
れ
た
時
期
と
い
う
特
質
を
も
っ
て
い
た
。

(2) 

第
二
期
〈
一
九
四
七
年
八
昭
和
二
二
年
〉
五
月

t
一
九
五

O
年
〈
昭
和
二
五
年
〉
六
月
)

」
の
時
期
は
、

一
九
四
七
年
(
昭
和
二

二
年
)
五
月
に
、
日
本
国
憲
法
が
施
行
さ
れ
た
後
、

一
九
五

O
年
(
昭
和
二
五
年
〉
の
朝
鮮
戦
争
の
開
始
さ
れ
る
ま
で
で
あ
る
。
こ
こ
で

は
ア
メ
リ
カ
帝
国
主
義
に
よ
る
占
領
命
令
が
、
日
本
国
憲
法
の
施
行
に
伴
っ
て
法
形
式
上
で
、
憲
法
体
系
に
も
と
づ
く
法
的
支
配
に
移

行
し
た
時
期
で
あ
る
。
し
か
し
占
領
命
令
が
超
憲
法
体
系
と
し
て
存
在
し
、
憲
法
体
系
が
占
領
法
体
系
の
下
位
規
範
と
し
て
、
補
完
的

役
割
を
果
し
た
点
に
特
徴
が
あ
る
。



(3)" 

第
三
期
(
一
九
五

O
年
〈
昭
和
二
五
年
〉
六
月

r
一
九
六

O
年
八
昭
和
三
五
年
〉
六
月
)

」
め
時
期
は
一
九
五

O
年
(
昭
和

五
年
〉
六
月
の
朝
鮮
戦
争
に
よ
っ
て
、
対
米
従
属
の
も
と
に
日
本
独
占
資
本
主
義
の
再
建
・
復
活
が
な
し
と
げ
ら
れ
、
法
形
式
上
で
は

一
九
五
二
年
(
昭
和
二
七
年
)
の
講
和
条
約
(
日
本
国
と
の
平
和
条
約
)
が
締
結
さ
れ
、
こ
れ
と
結
び
つ
く
旧
安
保
条
約
に
よ
る
安
保
法
体

系
と
憲
法
体
系
の
二
重
構
造
に
よ
っ
て
、
法
の
支
配
が
継
続
す
る
一
九
六

O
年
ハ
昭
和
三
五
年
)
六
月
の
、
新
安
保
条
約
の
締
結
に
い

た
る
ま
で
の
時
期
で
あ
る
。

(4) 

第
四
期
(
一
九
六

O
年
八
昭
和
三
五
年
〉
六
月

t
一
九
七

O
年
〈
昭
和
四
五
年
〉
六
月
)

」
の
時
期
は
新
安
保
条
約
の
締
結

後
、
経
済
成
長
政
策
に
よ
り
、
国
家
権
力
に
よ
る
法
の
経
済
に
た
い
す
る
規
制
的
作
用
が
体
制
的
に
強
化
さ
れ
、
定
着
す
る
に
至
っ
た

時
期
で
あ
る
。

(5) 

第
五
期
(
一
九
七

O
年
八
昭
和
四
五
年
〉
六
月
以
降
)

こ
の
時
期
は
高
度
経
済
成
長
政
策
が
い
き
守
つ
ま
り
、
独
占
資
本
主
義

が
崩
壊
に
直
面
し
、
法
が
治
安
対
策
の
集
大
成
と
し
て
、
体
制
的
に
整
備
さ
れ
る
に
い
た
る
現
在
ま
で
の
時
期
で
あ
る
。

も
ち
ろ
ん
こ
の
時
期
区
分
に
は
、
世
界
資
本
主
義
の
全
般
的
危
機
の
段
階
的
深
化
が
重
な
り
合
っ
て
い
る
。
し
か
も
そ
れ
ぞ
れ
の
時
期

は
、
こ
の
世
界
資
本
主
義
の
全
般
的
危
機
の
深
化
と
結
び
つ
き
、

ア
メ
リ
カ
帝
国
主
義
の
日
本
支
配
と
い
う
連
続
し
た
関
係
で
あ
る
占
こ

こ
で
は
日
本
独
占
資
本
の
対
米
従
属
の
深
化

1
日
本
独
占
資
本
主
義
の
発
展
と
い
う
政
治
的

1
経
済
的
関
係
と
し
て
現
象
す
る
@
従
つ

て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
時
期
の
後
半
は
、
つ
ぎ
の
時
期
を
準
備
す
る
時
期
と
し
て
把
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
し
か
し
こ
の
論
稿
は
、
一
九
四
五
年

(
昭
和
二
O
年
)
八
月
の
敗
戦
か
ら
、

一
九
六

O
年
(
昭
和
三
五
年
〉
六
月
の
新
安
保
条
約
の
締
結
に
い
た
る
ま
で
を
限
っ
て
取
扱
っ
て
い

る
。
こ
の
時
期
は
軍
事
的
従
属
を
主
軸
と
し
て
対
米
従
属
が
進
行
し
、
こ
れ
を
補
強
す
る
た
め
に
、
経
済
的

1
政
治
的
従
属
が
深
化
し
て

い
く
過
程
と
し
て
特
徴
づ
け
ら
れ
る
。
そ
し
て
、
そ
れ
に
引
き
続
く
日
本
独
占
資
本
主
義
の
全
面
的
な
対
米
従
属
が
、
体
制
的
に
完
備
す

法
と
経
済
の
関
係
に
つ
い
て

主

O
七



法
と
経
済
の
関
係
に
つ
い
て

五
O
八

る
つ
ぎ
の
時
期
を
準
備
し
た
。
こ
の
時
期
の
法
と
経
済
の
関
係
を
検
討
し
て
み
よ
う
。

第
一
期
(
一
九
四
五
年
八
昭
和
二

C
年
〉
八
月

i
一
九
四
七
年
八
昭
和
二
二
年
〉
五
月
)
の
法
の
役
割

一
九
四
五
年
ハ
昭
和
二

O
年
)
八
月
の
敗
戦
は
、
日
本
人
民
に
か
つ
て
経
験
し
た
こ
と
の
な
い
占
領
体
制
を
も
た
、
り
し
た
。
極
東
委
員
会

内
部
で
は
、
ア
メ
リ
カ
帝
国
主
義
と
ソ
ヴ
ェ
ト
社
会
主
義
と
の
意
見
の
対
立
が
存
在
し
て
い
た
が
、
事
実
上
の
ア
メ
リ
カ
帝
国
主
義
に
よ

る
単
独
占
領
が
進
行
し
た
。
ア
メ
リ
カ
帝
国
主
義
は
、
こ
の
事
実
上
の
単
独
占
領
を
テ
コ
と
し
て
、
自
己
の
根
本
的
利
益
の
達
成
の
た
め

に
、
多
く
の
占
領
命
令
を
発
し
た

Q

こ
の
総
体
は
占
領
法
体
系
を
構
築
し
た
。
当
時
の
ア
メ
リ
カ
帝
国
主
義
の
対
日
方
針
(
降
伏
後
ニ
於

ケ
ル
米
国
ノ
初
期
ノ
対
日
方
針

一
九
四
五
・
九
・
二
二
)
は
、
つ
ぎ
の
も
の
で
あ
っ
た
。

『
降
伏
後
ニ
於
ケ
ル
米
国
ノ
初
期
の
対
日
方
針
(
一
九
四
五
・
九
・
二
二
)

本
文
書
ノ
目
的

本
文
書
ハ
降
伏
後
ノ
日
本
ニ
対
ス
ル
初
期
ノ
全
般
的
政
策
ニ
関
ス
ル
声
明
ナ
リ
本
文
書
ハ
大
統
領
ノ
承
認
ヲ
経
タ
ル
モ
ノ
ニ
シ
テ
聯
合
国
最
高
司
令
官

ぷ
米
国
内
関
係
各
省
及
機
関
ニ
対
シ
指
針
ト
シ
テ
配
布
セ
ラ
レ
タ
リ
、
求
文
書
ハ
日
本
占
領
ニ
関
ス
ル
諸
問
題
中
政
策
決
定
ヲ
必
要
ト
ス
ル
モ
ノ
ヲ
網

羅
シ
居
ラ
ズ
本
文
書
ニ
含
マ
レ
ズ
又
ハ
充
分
尽
¥
サ
レ
居
ラ
ザ
ル
事
項
ハ
暁
ニ
別
個
一
一
取
扱
ハ
レ
乃
至
ハ
将
来
別
個
ニ
取
扱
ハ
ル
ベ
シ

第
一
部
究
極
ノ
目
的

日
本
ニ
関
ス
ル
米
国
ノ
究
極
ノ
日
的
ニ
シ
テ
当
初
ノ
時
期
ニ
於
ケ
ル
政
策
ガ
遵
フ
ベ
キ
モ
ノ
友
ノ
如
シ

A

日
本
ガ
再
ピ
米
国
ノ
脅
威
ト
ナ
リ
又
ハ
世
界
ノ
平
和
ト
安
全
ノ
脅
威
ト
ナ
ル
コ
ト
ナ
キ
様
保
証
ス
ル
コ
ト

B

他
国
家
ノ
権
利
ヲ
尊
重
シ
国
際
聯
合
憲
章
ノ
理
想
ト
原
則
ニ
一
ボ
サ
レ
タ
ル
米
国
ノ
目
的
ヲ
支
持
ス
ベ
キ
平
和
的
且
責
任
ア
ル
政
府
ヲ
追
テ
樹
立
ス

ル
コ
ト
、
米
国
ハ
新
ル
政
府
ガ
出
来
得
ル
限
リ
民
主
主
義
的
自
治
ノ
原
則
ニ
合
致
ス
ル
コ
ト
ヲ
希
望
ス
ル
モ
自
由
ニ
表
示
セ
ラ
レ
タ
ル
国
民
ノ
意
思
一
一

支
持
セ
ラ
レ
ザ
ル
ガ
如
キ
政
体
ヲ
日
本
ニ
強
要
ス
ル
コ
ト
ハ
聯
合
国
ノ
責
任
ニ
ア
ラ
ズ
(
以
下
略
)



二
、
民
主
主
義
勢
力
ノ
助
長

民
主
主
義
的
基
礎
ニ
基
キ
組
織
セ
ラ
レ
タ
ル
労
働
、
宅
産
業
及
農
業
部
内
ノ
諸
組
織
ノ
発
展
ハ
之
ヲ
奨
励
支
持
ス
ベ
シ
生
産
及
商
業
手
段
ノ
所
有
権

及
之
ガ
収
入
ヲ
広
範
囲
ニ
分
配
ス
ル
コ
ト
ヲ
得
シ
ム
ル
諸
政
策
ハ
支
持
ス
ベ
シ
日
本
国
民
ノ
平
和
的
傾
向
ヲ
強
化
シ
旦
経
済
活
動
ヲ
軍
国
主
義
的
目

的
ノ
為
一
一
支
配
乃
至
指
導
ス
ル
コ
ト
ヲ
困
難
ナ
ラ
シ
ム
ル
ト
認
メ
ラ
ル
ル
経
済
活
動
ノ
各
形
態
、
組
織
及
指
導
者
ハ
之
ヲ
支
持
ス
ベ
シ
(
以
下
略
)

五
、
財
政
、
貨
幣
蛙
ニ
銀
行
政
策

日
本
当
局
ハ
最
高
司
令
官
ノ
同
意
及
監
督
ノ
下
ニ
依
然
国
内
ノ
財
政
、
貨
幣
蛇
ニ
信
用
政
策
ノ
管
理
及
指
導
ノ
責
任
ヲ
保
持
ス
ベ
シ

六
、
国
際
通
商
及
金
融
関
係

日
本
ハ
ヤ
カ
テ
ハ
諸
外
国
卜
ノ
正
常
ナ
ル
通
商
関
係
ノ
再
開
ヲ
許
容
サ
ル
ペ
キ
モ
占
領
期
間
中
ハ
適
当
ナ
ル
統
制
ノ
干
ニ
外
国
ヨ
リ
平
和
的
ナ
ル
目

的
ノ
為
一
一
必
要
ト
ス
ル
原
料
詑
ニ
他
ノ
商
品
ヲ
購
入
ス
ル
コ
ト
詑
ニ
許
容
セ
ラ
レ
タ
ル
輸
入
/
支
払
ヲ
ナ
ス
為
ノ
商
品
輸
出
ヲ
許
可
セ
ラ
ル
ベ
シ

一
切
ノ
商
品
輸
出
入
、
外
国
為
替
及
金
融
取
引
ニ
対
シ
統
制
ヲ
維
持
ス
ベ
キ
処
右
統
制
実
施
ノ
為
ニ
執
ル
ベ
キ
政
策
及
実
際
ノ
統
制
運
営
ハ
何
レ
モ

右
諸
取
引
ガ
占
領
軍
当
局
ノ
政
策
ニ
違
反
セ
ズ
旦
特
ニ
日
本
ノ
獲
得
ス
ル
一
切
ノ
対
外
購
買
力
ガ
日
本
ノ
欠
ク
ベ
カ
ラ
ザ
ル
必
要
ノ
為
ニ
ノ
ミ
利
用

サ
ル
ル
コ
ト
ヲ
確
実
ナ
ラ
シ
メ
ル
為
最
高
司
令
官
ノ
承
認
及
監
督
下
ニ
置
布
レ
ル
ベ
シ
(
以
下
略
)
』

こ
れ
で
解
る
よ
う
に
、

ア
メ
リ
カ
帝
国
主
義
の
初
期
の
対
日
方
針
は
、
な
に
よ
り
も
絶
対
主
義
的
天
皇
制
の
暴
力
装
置
で
あ
る
軍
隊
・

警
察
機
構
を
急
速
か
つ
徹
底
的
に
、
解
体
・
廃
止
す
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
こ
れ
は
ア
メ
リ
カ
帝
国
主
義
が
国
家
権
力
の
中
枢
で
あ
る
暴
力

装
置
を
白
か
ら
の
手
で
掌
握
し
、
軍
事
占
領
を
中
核
と
す
る
日
本
支
配
を
な
し
と
げ
る
た
め
で
あ
っ
た
。
こ
の
限
り
で
、
非
軍
事
化
政
策

が
と
ら
れ
た
の
で
あ
る
。

ア
メ
リ
カ
帝
閑
主
義
は
、
占
領
目
的
達
成
の
た
め
、
人
民
斗
争
の
革
命
的
高
揚
を
阻
止
す
ろ
必
要
が
あ
っ
た
。

こ
れ
ま
で
絶
対
主
義
的
天
皇
制
に
た
い
す
る
人
民
斗
争
の
基
本
的
性
格
は
、
反
封
建
・
反
独
占
・
反
軍
国
主
義
で
あ
っ
た
。
こ
れ
は
一
九

三
二
年
(
昭
和
七
年
)
の
共
産
主
義
イ
ン
タ
ナ
シ
ョ
ナ
ル
執
行
委
員
会
西
欧
ビ
ュ

l
ロ
!
の
提
起
し
た
『
臼
本
に
お
け
る
情
勢
と
日
本
共
産

党
の
任
務
に
か
ん
す
る
テ

I
ゼ
』

(
一
一
三
年
テ
ー
ゼ
〉
に
よ
っ
て
、
明
確
に
し
め
さ
れ
て
い
た
。
す
な
わ
ち
、

『
五
、
日
本
共
産
党
は
、
園
内
に
お
け
る
諸
階
級
の
力
関
係
な
ら
び
に
日
本
当
面
の
革
命
の
本
質
お
よ
び
任
務
に
か
ん
し
、
正
し
き
明
瞭
な
理
解
を
持

法
と
経
済
の
関
係
に
つ
い
て

五
O
九



法
と
経
，
訴
の
関
係
に
つ
い
て

五一

O

た
ね
ば
な
ら
ぬ
。
日
本
共
産
党
は
、
こ
の
根
本
問
題
に
か
ん
し
そ
の
陳
列
内
に
あ
る
誤
れ
る
理
解
を
訂
正
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
現
在
の
時
期
に
お
け
る
国

内
諸
階
級
の
力
関
係
、
日
本
に
お
け
る
来
る
べ
き
革
命
の
性
質
お
よ
び
任
務
は
、
封
建
性
の
異
常
に
強
力
な
諸
要
求
と
独
占
資
本
主
義
の
い
ち
じ
る
し

く
進
ん
だ
発
展
と
の
抱
合
を
現
わ
し
て
い
る
と
こ
ろ
の
、
日
本
に
お
け
る
支
配
的
な
制
度
の
特
質
を
顧
慮
し
分
析
す
る
こ
と
な
く
し
て
は
、
と
、
1
て
い

正
当
に
評
価
さ
れ
え
な
い
。

(
一
)
日
本
に
お
け
る
具
体
的
情
勢
の
評
価
に
さ
い
し
て
か
な
ら
ず
出
発
点
と
な
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
第
一
の
も
の
は
天
皇
制
の
性
質
お
よ
び
比
重
で
あ

る。
日
本
に
お
い
て
一
八
六
八
年
以
後
に
成
立
し
た
絶
対
君
主
制
ほ
、
そ
の
政
策
は
幾
多
の
変
化
を
見
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
無
制
限
の
権
力
を
そ
の
掌

中
に
維
持
し
、
勤
労
階
級
に
た
い
す
る
抑
庄
お
よ
び
専
横
支
配
の
た
め
の
官
僚
機
構
を
間
断
な
く
造
り
上
げ
て
き
た
。
日
本
の
天
皇
制
は
、
一
方
で
は

主
と
し
て
地
主
と
い
う
寄
生
的
封
建
階
級
に
立
脚
し
、
他
方
で
は
ま
た
急
速
に
富
み
つ
つ
あ
っ
た
強
欲
な
ブ
ル
ジ
ョ
ア
ジ
ー
に
も
立
脚
し
、
こ
れ
ら
の

階
級
の
頭
部
と
き
わ
め
て
緊
密
な
永
続
的
ブ
ロ
ッ
ク
を
結
び
、
か
な
り
の
柔
軟
性
を
も
っ
て
両
階
級
の
利
益
を
代
表
し
て
き
た
が
、
そ
れ
と
同
時
に
、

日
本
の
天
皇
制
は
、
そ
の
独
自
の
、
相
対
的
に
大
な
る
役
割
と
、
え
せ
立
憲
的
形
態
で
軽
く
粉
飾
さ
れ
て
い
る
に
通
、
ぎ
な
い
そ
の
絶
対
向
性
質
と
を
、

保

持

し

て

い

る

。

(

以

下

略

)

・

(
二
)
日
本
じ
お
け
る
支
配
的
な
制
度
の
第
二
の
主
要
構
成
部
分
は
、
地
主
的
土
地
所
有

|
l日
本
農
村
の
生
産
力
の
発
展
を
阻
害
し
、
霊
来
の
退

化
と
農
民
の
主
要
大
衆
の
窮
乏
化
と
を
促
進
し
て
い
る
と
こ
ろ
の
、
こ
の
日
本
農
村
に
お
け
る
ア
ジ
ア
的
に
お
く
れ
た
半
封
建
的
体
制
で
あ
る
。
日
本

に
お
け
る
地
主
は
概
し
て
自
分
で
は
農
業
を
営
ま
な
い
が
、
し
か
し
か
れ
ら
の
手
に
は
日
本
の
全
耕
地
面
積
の
四
割
以
上
が
、
し
か
も
最
上
の
等
級
に

属
す
る
も
の
が
、
集
中
さ
れ
て
い
る
。
(
以
下
略
)

ハ
三
)
臼
本
に
お
け
る
支
配
的
な
秩
序
の
第
三
の
根
本
要
素
は
、
貧
欲
な
独
占
資
本
主
義
で
あ
る
。
熱
病
的
な
投
機
的
利
潤
追
求
は
|
i
そ
れ
は
過

ぐ
る
帝
国
主
義
的
世
界
戦
争
の
さ
い
に
は
と
く
に
は
な
は
だ
し
か
っ
た
が
|
|
ご
く
少
数
の
金
融
王
の
手
中
へ
の
貸
本
の
異
常
な
集
中
を
助
け
た
。
資

本
主
義
的
コ
ン
ツ
ェ
ル
ン
は
、
日
本
の
国
富
の
最
大
の
部
分
を
独
占
し
た
。
(
以
下
略
)

六
、
以
上
の
分
析
全
体
か
ら
生
ず
る
結
論
は
、
日
本
に
お
け
る
全
政
治
的
・
経
済
的
情
勢
は
、
革
命
運
動
を
ば
、
ま
ず
第
一
に
、
帝
国
主
義
戦
争
に

反
対
し
、
警
察
的
天
皇
制
の
支
配
ぷ
反
対
し
、
労
働
者
の
低
い
植
民
地
的
生
潜
水
準
お
よ
び
そ
の
政
治
的
無
権
利
に
反
対
し
、
さ
ら
に
農
村
に
お
け
る

封
建
的
お
よ
び
高
利
貸
的
隷
属
に
反
対
す
る
た
め
の
闘
争
に
駆
り
た
て
る
で
あ
ろ
う
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
(
以
下
略
)
』
(
日
本
共
産
党
綱
領
問
題
文

獄
集
日
本
共
産
党
中
央
委
員
会
出
版
局
一
九
七

O
年
二
一
月
六
七

l
七
一
ペ
ー
ジ
)



と
な
し
て
い
る
。

ア
メ
リ
カ
帝
国
主
義
は
、
絶
対
主
義
的
天
皇
制
に
た
い
す
る
人
民
斗
争
の
都
合
の
よ
い
部
分
を
利
用
し
、
ア
メ
リ
カ
帝

国
主
義
そ
の
も
の
に
た
い
す
る
斗
争
と
し
て
の
基
本
的
性
格
を
も
つ
こ
と
を
防
止
し
た
。
こ
の
た
め
人
民
斗
争
が
反
封
建
・
反
軍
国
主
義

斗
争
と
し
て
、
ブ
ル
ジ
ョ
ア
的
要
求
で
あ
る
民
主
化
H

近
代
化
斗
争
と
し
て
の
性
格
を
も
つ
よ
う
に
指
導
し
た
。
だ
が
人
民
斗
争
は
、
基

本
的
に
は
国
家
権
力
そ
の
も
の
に
た
い
す
る
斗
争
と
し
て
発
展
せ
ざ
る
を
え
な
い
。
事
実
一
九
四
五
年
(
昭
和
二

O
年
)

一O
A以
降
の
生

産
管
理
斗
争
(
一
九
四
五
年
一

O
月
)
↓
内
閣
打
倒
の
国
民
運
動
(
一
九
四
六
年
四
月

)
l↓
米
よ
こ
せ
の
人
民
食
糧
管
理
斗
争
(
一
九
四
六

年
五
月
)
|
↓
ゼ
ネ
ス
ト
(
一
九
四
七
年
二
月
)
の
人
民
斗
争
の
展
開
は
、
国
家
権
力
と
対
決
す
る
斗
争
・
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
る
。

人
民
斗
争
が
、
こ
う
し
た
性
格
を
も
っ
ゃ
、

ア
メ
リ
カ
帝
国
主
義
は
直
ち
に
弾
圧
(
G
H
Q
ニ
・
一
ス
ト
禁
止
八
一
九
四
八
年
一
月
一
二
一

υ

日
V
・
マ
ッ
カ
l
サ
大
衆
一
示
威
禁
止
書
簡
八
一
九
四
八
年
七
月
二
二
日
〉
)
し
た
。
こ
の
弾
圧
は
、
当
然
に
日
本
人
民
に
た
い
し
て
ア
メ
リ
カ
帝

国
主
義
の
政
治
的
地
位
を
認
識
せ
し
め
る
結
果
と
な
っ
た
。
こ
の
た
め
、
ア
メ
リ
カ
帝
国
主
義
は
軍
事
占
領
を
間
接
占
領
に
移
す
た
め

に
、
日
本
国
憲
法
の
制
定
を
必
要
と
し
た
。
こ
の
た
め
一
九
四
六
年
(
昭
和
二
一
年
〉

一
一
尽
に
は
、
日
本
国
憲
法
が
制
定
さ
れ
た
の
で
あ

る
。
日
本
国
憲
法
の
制
定
は
、
ア
メ
リ
カ
帝
国
主
義
の
占
領
命
令
に
よ
る
支
配
を
、
法
形
式
上
で
変
更
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
し
か
し
、

軍
事
的
占
領
と
い
う
実
質
に
は
、
な
ん
ら
か
の
変
更
が
な
さ
れ
た
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
こ
こ
で
は
占
領
命
令
に
よ
る
直
接
支
配
が
、
憲

法
体
系
に
も
と
づ
く
国
内
法
的
支
配
と
い
っ
外
形
を
導
い
た
に
過
ぎ
な
か
っ
た

Q

そ
し
て
、
こ
れ
を
利
用
し
て
、
法
に
よ
る
支
配
と
い
う

ブ
ル
ジ
ョ
ア
法
意
識
を
定
着
さ
せ
、
国
家
権
力
の
経
済
的
詰
関
体
に
た
い
す
る
介
入
を
、
合
法
化
す
る
役
割
を
果
す
と
と
が
で
き
た
。
い

う
ま
で
も
な
く
日
本
国
憲
法
は
、
ア
メ
リ
カ
帝
国
主
義
と
こ
れ
に
従
属
す
る
日
本
独
占
資
本
の
共
通
の
利
益
に
も
と
づ
い
て
制
定
さ
れ

た
、
プ
ル
タ
ョ
ア
的
憲
法
と
し
て
の
基
本
的
性
格
を
も
つ
も
の
で
あ
る
。
日
本
国
憲
法
は
日
本
独
占
資
本
の
再
編
・
強
化
に
役
立
つ
権
利

の
基
本
構
造
と
、
そ
れ
を
通
じ
て
ブ
ル
ジ
ョ
ア
法
理
念
を
定
着
さ
せ
る
こ
と
に
な
る
。
日
本
国
憲
法
の
施
行
に
よ
っ
て
、
憲
法
体
系
と
占

法
と
経
済
の
関
係
に
つ
い
て

五



法
と
経
済
の
関
係
に
つ
い
て

五

領
法
体
系
の
ニ
章
一
構
造
と
い
う
現
象
を
導
い
た
。
こ
の
法
的
現
象
は
、
占
領
法
体
系
が
超
憲
法
体
系
と
し
て
の
法
理
論
構
成
を
と
る
こ
と

に
よ
っ
て
、
ア
メ
リ
カ
帝
国
主
義
が
国
家
権
力
の
に
な
い
手
で
あ
る
日
本
独
占
資
本
を
、
外
部
か
ら
指
揮
し
て
い
る
と
す
る
法
理
論
に
一

定
の
論
拠
を
提
供
し
た
。
だ
が
憲
法
体
系
と
占
領
法
体
系
の
二
重
構
造
は
、
矛
盾
す
る
法
的
存
在
と
し
て
で
は
な
く
、
内
実
に
お
い
て

は
、
同
一
の
法
的
性
格
を
も
つ
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
法
理
論
的
構
成
は
、
ア
メ
リ
カ
帝
国
主
義
と
こ
れ
に
従
属
す
る
日
本
独
占
資
本
と

(

2

)

 

が
ブ
ロ
ッ
ク
を
形
成
し
、
日
本
の
国
家
権
力
を
掌
握
し
て
い
る
と
い
う
事
実
を
陰
蔽
す
る
に
役
立
た
し
め
ら
れ
る
。
従
っ
て
、
憲
法
体
系

(
2
)
 

と
占
領
法
体
系
と
を
二
重
構
造
に
お
い
て
把
え
る
法
理
論
的
思
考
は
、
か
か
ろ
事
実
の
陰
蔽
に
奉
仕
す
る
こ
と
に
な
る
。

憲
法
体
系
と
占
領
法
体
系
と
は
、
日
本
人
民
の
支
配
に
た
い
す
る
法
の
二
つ
の
側
面
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
れ
の
展
開
過
程
は
、
日
本

独
占
資
本
主
義
の
再
建
・
復
活
が
、
対
米
従
属
の
深
化
と
表
裏
一
体
を
な
し
、
相
互
に
補
完
的
作
用
を
は
た
す
も
の
で
あ
っ
た
。
従
っ
て

日
本
国
憲
法
の
制
定
は
、
国
家
権
力
が
ア
メ
リ
カ
帝
国
主
義
と
そ
れ
に
従
属
し
た
白
本
独
占
資
本
と
の
ブ
ロ
ッ
ク
に
よ
っ
て
担
わ
れ
て
い

る
と
い
う
現
実
を
い
さ
さ
か
も
変
化
さ
せ
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
い
ま
、
占
領
法
体
系
に
属
す
る
賞
金
一
日
・
指
令
の
者
千
を
例
示
す
る

と
、
五
三
四
ペ
ー
ジ
の
表
の
よ
う
に
な
る
。

‘. 

ハ
1
)

渡
辺
洋
三
教
授
は
、
白
木
国
憲
法
の
性
格
に
つ
い
て
、
こ
れ
ま
で
『
象
徴
天
皇
制
の
温
存
と
い
う
唯
一
の
大
き
な
例
外
を
除
い
て
は
、
反
討

建
的
反
軍
国
主
義
で
あ
る
け
れ
ど
、
反
独
占
で
は
な
い
と
い
う
性
格
を
も
っ
ブ
ル
ジ
ョ
ア
民
主
主
義
憲
法
』
(
長
経
川
正
安
編
安
保
体
制
と
法

三
二
書
房
一
九
六
二
年
一
月
四
ペ
ー
ジ
)
と
さ
れ
て
い
た
。
と
こ
ろ
が
最
近
の
論
稿
(
戦
後
改
革
と
日
本
現
代
法
東
京
大
学
社
会
科
学

研
究
所
編
戦
後
改
革
1

東
京
大
学
出
版
会
一
九
七
四
年
七
月
)
の
な
か
で
、
『
こ
う
い
う
広
義
の
反
独
占
と
い
う
観
点
か
、
り
す
れ
ば
、
反

独
占
政
策
の
理
念
は
、
憲
法
上
の
理
念
や
二
八
条
の
規
定
に
定
着
し
て
い
る
と
言
う
べ
き
で
あ
る
。
ま
た
そ
れ
と
の
関
連
で
、
憲
法
の
性
格
を
前

の
規
定
で
、
『
ブ
ル
ジ
ョ
ア
民
主
主
義
的
憲
法
』
と
規
定
し
た
が
、
こ
の
一
一
言
葉
も
不
正
確
で
あ
る
と
反
省
す
る
。
こ
の
一
言
葉
は
古
典
的
(
近
代
市

民
法
的
)
ブ
ル
ジ
ョ
ア
民
主
主
義
と
い
う
意
味
に
使
わ
れ
る
こ
と
も
あ
る
の
で
、
そ
れ
だ
け
で
な
く
、
現
代
的
意
味
を
含
ま
せ
る
と
す
れ
ば
、
こ

の
性
格
規
定
は
修
正
を
要
す
る
』
(
一
一

0
ペ
ー
ジ
〉
と
さ
れ
、
つ
づ
い
て
『
現
行
憲
法
は
反
封
建
・
反
独
占
・
反
軍
国
主
義
と
い
う
三
つ
の
側



面
に
お
栓
け
る
民
主
的
理
念
に
よ
っ
て
支
え
ら
れ
た
民
主
主
義
的
憲
法
と
し
て
制
定
さ
札
た
』
(
同
上
一
一

0
ペ
ー
ジ
)
と
説
を
変
更
さ
れ
て
い
る
。

こ
れ
は
社
会
主
義
へ
の
平
和
的
移
行
が
、
こ
の
憲
法
を
テ
コ
と
し
て
な
し
と
け
ら
れ
る
と
す
る
基
本
的
見
解
に
た
つ
主
張
の
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

ハ
2
)

こ
の
点
に
つ
い
て
、
日
本
共
産
党
(
左
派
)
第
一
回
全
国
大
会
の
政
治
報
告
(
一
九
六
九
年
一
一
月
)
は
、
『
月
本
の
国
家
権
力
は
、
疑
い

も
な
く
、
ア
メ
リ
カ
帝
国
主
義
と
そ
れ
に
従
属
し
た
独
占
ブ
ル
ジ
ョ
ア
階
級
が
握
っ
て
い
る
。
こ
の
支
配
の
本
質
は
、
一
九
四
五
年
い
ら
い
現
在

に
い
た
る
ま
で
一
貫
し
て
い
る
』
(
日
本
共
産
党
(
左
派
)
中
央
委
員
会
決
議
集
一
九
七
二
年
九
月
八
ペ
ー
ジ
)
と
指
摘
し
、
当
面
の
革
命

の
性
質
全
『
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
潜
級
の
指
導
の
も
と
に
、
労
働
者
、
農
民
、
勤
労
人
民
の
階
級
制
盟
を
基
礎
に
、
広
範
な
日
本
人
民
を
団
結
さ
せ
て

ア
メ
リ
カ
帝
国
主
義
の
日
本
支
配
を
く
つ
が
え
し
、
独
占
ブ
ル
ジ
ョ
ア
階
級
を
中
心
と
す
る
売
国
反
動
派
を
打
倒
し
、
ア
メ
リ
カ
帝
国
主
義
と
売

国
独
占
。
ブ
ル
ジ
ョ
ア
階
級
の
独
裁
を
、
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
階
級
の
指
導
す
る
人
民
の
民
主
主
義
独
裁
に
と
っ
て
か
え
る
こ
と
で
あ
る
。
現
段
階
に
お

け
る
日
本
革
命
の
性
質
は
、
反
米
帝
・
反
独
占
の
人
民
民
主
主
義
革
命
で
あ
る
』
(
同
上
一
七
ペ
ー
ジ
)
と
な
し
て
い
る
。

(

3

)

も
っ
と
も
い
わ
ゆ
る
「
マ
ル
ク
ス
主
義
法
学
者
」
は
、
こ
う
し
た
理
解
を
な
し
て
い
な
い
。
た
と
え
ば
長
谷
川
正
安
問
女
保
体
制
と
憲
法
』

(
安
保
体
制
と
法
=
二
書
房
一
九
六
二
年
一
月
四
三
ペ
ー
ジ
以
下
)
で
は
、
一
一
つ
の
法
体
系
が
両
立
し
え
な
い
法
体
系
で
あ
る
と
し
て
論

及
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
渡
辺
洋
三
教
授
も
同
機
の
見
解
に
た
っ
て
い
る
(
戦
後
改
革
と
日
本
現
代
法
東
京
大
学
社
会
科
学
研

究
所
一
編
戦
後
改
革
I

東
京
大
学
出
版
会
一
九
七
四
年
七
月
一
一
七
ペ
ー
ジ
)
。

(

4

)

渡
辺
洋
三
一
教
授
は
『
戦
後
の
日
本
資
本
主
義
経
済
と
法
』
(
現
代
法
七
岩
波
書
底
一
九
六
六
年
五
月
)
で
、
講
和
以
降
の
日
本
の
国
家

権
力
の
担
い
手
を
日
本
独
占
資
本
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
『
も
ち
ろ
ん
講
和
に
よ
っ
て
日
本
の
独
占
は
、
み
づ
か
ら
固
有
の
国
家
権

力
を
も
つ
に
至
る
ほ
ど
強
力
と
な
り
、
閣
内
に
お
い
て
国
家
独
占
資
本
主
義
体
制
を
掌
握
し
た
』
(
一
六
二
ペ
ー
ジ
)
と
さ
れ
、
『
し
か
し
、
日

本
の
国
家
権
力
の
意
思
ハ
そ
の
基
本
的
な
ア
ジ
ア
政
策
)
の
外
に
出
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
今
日
の
国
家
権
力
は
、
戦
前
の
独
自
な
天
皇
制
国
家

権
力
と
異
り
、
社
会
主
義
国
家
権
力
に
対
抗
す
る
世
界
的
資
本
主
義
国
家
権
力
、
そ
の
頂
点
と
し
て
の
ア
メ
リ
カ
資
本
主
義
国
家
権
力
の
一
環
の

中
に
ふ
か
く
組
み
い
れ
ら
れ
て
い
る
』
(
一
六
二
ペ
ー
ジ
)
と
さ
れ
、
日
本
の
国
家
権
力
の
に
な
い
手
が
直
接
に
米
日
独
占
資
本
で
あ
る
と
さ
れ

て
い
な
い
よ
う
で
あ
る
。

法
と
経
済
の
関
係
に
つ
い
て

五
二
ニ



占領命令〈指令・覚書〉によるもの

。軍隊・警察の解体に関するもの

1945. 9.10 言論及び新聞の自由に関する覚書

9.22 降伏後ニ於ケノレ米国ノ初期ノ対日方針

10.22 日本の教育制度の行政に関する覚書

10.23 日本の一般市民の武器ヲ!渡に関する覚書

10.24 信教の自由に関する覚書

11. 4 憲兵隊に関する覚書

11. 4 特務機関に関する覚畜

1946. 1. 4 好ましくない人物の公職よりの除外に関する覚書

1.16 白木警察官の武器に関する覚書

5.20 GHQ大衆示威禁止

5.23 日本軍より受領し及び受領さるべき資材・給与品及び施設

に関する覚書

1947. 1.30 マッカーサーゼネスト禁止

。経済に関するもの

1945.10.20 巨大金融企業の解散若くは清算に関する覚書

11. 6 持株会社の解体に関する覚書

11.28 労務政策に関する覚書

12. 8 制限会社の規定に関する覚書

12. 9 農地改革に関する覚書

1946. 7.23 持株会社整理委員会に関する命令及び規制に関する覚書

法
と
経
済
の
関
係
に
つ
い
て

五
一
四



第
二
期
(
一
九
四
七
年
八
昭
和
二
二
年
〉
五
月

t
一
九
五

O
年
八
昭
和
二
五
年
〉
六
月
)
の
法
の
役
割

一
九
四
七
年
(
昭
和
二
二
年
)
五
月
の
日
本
国
憲
法
の
施
行
は
、
占
領
命
令
で
あ
る
覚
書
・
指
令
に
代
っ
て
、
国
内
法
体
系
と
し
て
の
憲

法
体
系
の
も
と
で
、
占
領
政
策
を
補
完
す
る
役
割
を
果
す
こ
と
に
な
っ
た
@
こ
こ
で
は
お
び
た
だ
し
い
数
の
注
律
の
制
定
が
み
ら
れ
る
。

こ
れ
ま
で
の
占
領
体
制
は
憲
法
体
系
の
も
と
で
維
持
さ
れ
、
治
安
対
策
を
計
る
諸
法
律
が
制
定
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
絶
対
主
義
的
天
皇

制
の
物
質
的
土
台
を
な
し
て
い
た
経
済
的
諸
関
係
の
再
編
成
を
、
な
し
て
い
く
と
い
う
点
に
特
徴
づ
け
ら
れ
て
い
る
。
従
っ
て
治
安
対
策

を
計
る
諸
法
律
も
、
こ
の
経
済
的
再
編
成
の
過
程
に
生
ず
る
人
民
斗
争
を
抑
圧
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
れ
を
あ
げ
る
と
、
五
三
六
ペ

l

ジ
の
表
も
の
が
あ
っ
た
。

経
済
的
再
編
成
政
策
は
、
財
閥
解
体
・
労
働
改
革
・
農
地
改
革
を
主
軸
と
し
て
な
し
と
げ
ら
れ
た
。
こ
の
さ
つ
の
控
は
相
互
に
か
ら
み

っ
き
、
法
の
側
面
か
ら
担
え
れ
ば
、
法
を
媒
介
と
し
て
、
対
米
従
属
の
体
制
的
整
備
を
な
す
過
程
と
し
て
指
摘
で
き
る
。
こ
れ
ら
の
経
済

再
編
成
過
程
を
法
的
側
面
で
検
討
し
て
お
こ
う
。

た
。
こ
こ
で
は
『
財
閥
』
と
い
う
特
殊
日
本
的
な
独
占
資
本
の
排
除
を
意
味
し
、
独
占
資
本
主
義
そ
の
も
の
の
排
除
を
意
味
し
て
い
な
か

財
閥
解
体
と
法

財
閥
解
体
政
策
は
、

絶
体
主
義
的
天
皇
制
の
物
質
的
土
台
を
解
体
さ
せ
る
諸
政
策
の

一
環
と
し
て
進
行
し

っ
た
。
従
っ
て
、
反
独
占
日
独
占
規
制
と
い
う
法
的
性
格
を
も
っ
て
は
い
な
い
。
こ
村
は
一
九
四
七
年
(
昭
和
二
二
年
)
四
月
の
『
私
的
独

占
の
禁
止
及
び
公
正
取
引
の
確
保
に
関
す
る
法
律
(
独
占
禁
止
法
)
』

(
昭
和
二
二
年
法
五
四
号
)
を
み
れ
ば
明
ら
か
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
通

商
・
投
資
の
自
由
化
の
拡
大
に
よ
っ
て
、
い
わ
ゆ
る
解
放
経
済
体
制
の
確
立
が
企
図
さ
れ
て
い
た
。
財
閥
解
体
に
よ
る
経
済
的
土
台
の
改

革
に
た
い
す
る
諸
立
法
と
し
て
は
、
五
三
七
ペ
ー
ジ
の
表
に
し
め
し
た
も
の
が
あ
げ
ら
れ
る
。

法
と
経
済
の
関
係
に
つ
い
て

五
一
五



治安対策を目的とする法令

法
と
経
済
の
関
係
に
つ
い
て

1947. 3. 教育基本法 昭和22年法25号

3. 学校教育法 昭和22年法26号

刑法改正 昭和22年法124号

12 警察法 昭和22年法196号

1948. 5. 軽犯罪法 昭和23年法39号

7. 警察官職務執行法 昭和23年法136号

刑事訴訟法改正 昭和23年法260号

1949. 4. 団体等規制令 I昭和24年政令64号

五
二
ハ

(2) 

労
働
改
革
と
法

財
閥
解
体
の
経
済
政
策
と
結
び
つ
い
て
、
労
働
改

革
が
企
図
さ
れ
た
。
こ
れ
は
狭
陸
な
国
内
市
場
を
土
台
と
し
て
成
立
し
た
日
本

型
低
賃
金
の
解
消
を
は
か
り
、
経
済
の
再
編
成
を
な
し
、
同
時
に
、
労
働
運
動

が
人
民
斗
争
と
し
て
発
展
・
す
る
こ
と
を
、
阻
止
す
る
基
本
政
策
に
も
と
づ
い
て

な
さ
れ
た
。
だ
が
労
働
運
動
は
、
本
質
的
に
労
働
者
a
円
か
ら
の
解
放
運
動
と
し

て
展
開
せ
ざ
る
を
え
な
い
。

一
九
四
五
年
(
昭
和
二
O
年
)
以
降
労
働
争
議
件
数

は
急
速
に
増
大
し
、

一
九
四
八
年
(
昭
和
二
三
年
〉
に
は
一
、
四
一
九
件
、
参
加

人
員
四
、
六
五
五
、

二
五
七
人
に
達
し
た
。
こ
れ
は
五
三
一
八
ペ
ー
ジ
の
表
を
み

れ
ば
明
ら
か
で
あ
る
。

ア
メ
リ
カ
帝
国
主
義
は
労
働
者
に
、

一
定
の
枠
内
で
団

結
権
・
団
体
交
渉
権
を
認
め
、
労
働
条
件
の
改
警
に
た
い
す
る
可
能
性
の
幻
想

を
与
え
、
日
本
資
本
主
義
に
と
っ
て
脅
威
と
な
ら
な
い
、
社
会
改
良
主
義
的
な

労
使
協
調
路
線
の
体
制
内
的
労
働
運
動
と
し
て
許
容
し
、
本
来
的
労
働
運
動
と

し
て
展
開
す
る
こ
と
を
抑
止
し
た
。
だ
か
ら
労
働
運
動
が
木
来
的
な
も
の
を
指

向
し
は
じ
め
る
や
、
弾
圧
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。

一
九
四
七
年
(
昭
和

年
)
の
二
・
一
ス
ト
禁
止
(
マ
ッ
カ
l
サ

l
ゼ
ネ
ス
ト
禁
止
〉
に
よ
る
労
働
運
動
の

弾
圧
は
、
労
働
運
動
を
体
制
内
の
も
の
と
し
て
の
み
承
認
す
る
と
い
う
労
働
政

策
を
、
明
瞭
に
し
め
す
法
的
措
置
で
あ
っ
た
。
こ
れ
は
や
が
て
一
九
四
八
年



財閥解体を目的とする法令

昭和20年勅令657号会社ノ解散ノ制限等ノ件1945.11 

昭和21年勤令233号持株会社整理委員会令1946. 4 

昭和22年法 8号有価証券の処分の調整に関する法律1947. 1 

昭和22年法21号証券取引法3 

昭和22年法54号私的独占の禁止及び公正取引の確保に関4 

法
と
経
済
の
関
係
に
つ
い
て する法律(独占禁止法〕

昭和22'1'.法207号過度経済力集中排除法12 

昭和22年勅令567号会社の証券保有制限等に関する勅令12 

昭和23年法25号証券取引法改正1948. 4 

昭和23年法 6号財閥同族支配排除法1 

昭和24年法103号独占禁止法改正1949 

昭和25年法167号

(
昭
和
二
三
年
)
七
月
の
政
令
第
二

O
一
号
に
よ
る
国
家
公
務
員
、
地
方

公
務
員
の
団
体
交
渉
権
・
罷
業
権
の
全
面
的
否
定
と
な
っ
て
し
め
さ
れ

た
。
労
働
諸
立
法
は
、
い
づ
れ
も
『
産
業
平
和
』
の
達
成
と
労
使
関
係

の
『
民
主
化
』
促
進
と
い
う
、
体
制
内
的
労
働
運
動
と
し
て
の
み
許
容

し
、
労
働
政
策
の
補
完
的
役
割
を
果
す
も
の
と
し
て
の
基
本
的
枠
組
を

設
定
す
る
点
に
あ
っ
た
。
こ
れ
は
五
三
九
ペ
ー
ジ
の
表
に
し
め
し
た
労

働
諸
立
法
を
み
れ
ば
明
ら
か
で
あ
る
。

農
地
改
革
と
法

(3) 

労
働
改
革
と
並
ん
で
、
農
業
の
再
編
成
が

h

は
さ
れ
た
。
こ
れ
は
資
本
蓄
積
を
な
し
と
げ
る
た
め
、

一
方
で
は
国
内

商法の一部を改正する法律

市
場
を
拡
大
し
、
労
働
力
の
供
給
を
農
民
に
求
め
る
た
め
の
措
置
で
あ

り
、
他
方
で
は
農
民
を
小
土
地
所
有
者
に
な
す
こ
と
に
よ
っ
て
、
農
民

斗
予
を
反
社
会
主
義
的
な
も
の
と
し
、
資
本
主
義
的
発
展
の
基
礎
条
件

を
確
保
す
る
た
め
で
あ
っ
た
。
す
な
わ
ち
農
民
斗
争
が
労
農
同
盟
と
し

て
発
展
す
る
こ
と
を
臨
止
す
る
た
め
、
農
民
の
土
地
所
有
に
た
い
す
る

要
求
を
利
用
し
て
、
労
働
者
か
ら
農
民
を
切
り
離
す
と
い
う
狙
い
を
も

っ
て
い
た
。
こ
の
点
か
ら
、
農
民
斗
争
を
利
用
し
、
寄
生
地
主
制
解
体

1950 

の
政
策
が
と
ら
れ
た
。
こ
の
こ
と
は
独
占
資
本
に
よ
る
農
産
物
市
場
の

五
一
七



労働争議発生件数と争議参加人員

法
と
経
済
の
関
係
に
つ
い
て

発 生 件 数 争議行為を伴ったもの

年次
件数 参加人員 件数 参加人員

1945 243 164，207 89 47，351 

1946 910 2，716，235 810 634，983 

1947 984 2，957，036 683 295，321 

1948 1，419 4，655，257 913 2，605，483 

1949 1，306 2，484，324 651 1，239，546 

1950 1，399 1，494，680 763 1，026，841 

1951 1，146 2，006，968 670 1，386，434 

1952 1，195 2，813，666 725 1，844，396 

1953 1，232 2，967，859 715 1，305，246 

1954 1，127 2，440，885 690 815，657 

五
一
入

支
配
と
、
農
民
に
た
い
す
る
直
接
の
資
本
主
義
的

収
奪
を
可
能
に
す
る
。
こ
れ
は
一
九
四
五
年
(
昭
和

二
O
年
)

一
二
月
の
農
地
調
整
法
改
正
(
昭
和
二
O

年
法
六
四
号
)
を
み
れ
ば
明
ら
か
で
あ
る
。

そ
こ

で
は
地
主
の
五
町
歩
保
有
が
個
人
単
位
で
認
め
ら

れ
、
自
作
に
は
雇
傭
者
の
利
用
も
許
さ
れ
、
例
外

的
に
物
納
小
作
料
も
認
め
ら
れ
て
い
た
。
こ
の
た

め
、
基
本
的
に
は
な
お
寄
生
地
主
制
の
維
持
が
企

労働省〈労働争議統計〉による

図
さ
れ
、
真
に
小
作
・
貧
農
の
立
場
に
た
っ
た
も

の
と
は
い
え
な
か
っ
た
。
こ
の
第
一
次
農
地
改
革

の
不
徹
底
か
つ
寄
生
地
主
制
の
温
存
的
性
格
が
、

低
賃
金
労
働
と
軍
国
主
義
の
復
活
の
温
床
と
な
る

た
め
、
一
九
四
六
年
(
昭
和
二
一
年
こ
二
月
の
『
自

作
農
創
設
特
別
措
置
法
』
(
昭
和
一
二
年
法
四
三
号
)

の
制
定
と
な
っ
た
。
こ
の
第
二
次
農
地
改
革
に
よ

備考

っ
て
、
地
主
制
度
は
山
林
地
主
を
除
い
て
、
そ
の

存
立
の
物
質
的
基
盤
を
奪
わ
れ
、
い
わ
ゆ
る
家
族



労働運動を制定するための法律

1946. 2 旧労働組合法 昭和21年法51号

9 労働関係調整法 昭和21年法25号

1947. 1 2 • 1ゼネスト禁止命令

2 労働基準法 昭和22年法49号

10 国家公務員法 昭和22年法120号

1948. 7 マッカーサ一書簡 昭和23年政令201号

12 国家公務員法改正 昭和23年法222号

1949. 6 新労働総合法 昭和24年法174号

6 労働関係調整法改正 昭和24年法175号

法
と
経
済
の
関
係
に
つ
い
て

経
営
を
中
心
と
す
る
自
作
農
が
、
体
制
支
持
の
安
定
層
と
し
て
定
着
さ

せ
ら
れ
た
。
こ
れ
と
同
時
に
一
九
四
七
年
(
昭
和
二
二
年
)

一
一
月
に

は
、
農
業
協
同
組
合
を
通
じ
る
農
民
支
配
の
再
編
成
が
企
図
さ
れ
た
。

さ
ら
に
一
九
四
八
午
(
昭
和
二
三
年
)
の
『
食
糧
確
保
臨
時
措
置
法
』
(
昭
和

二
三
年
法
一
三
二
号
〉
に
よ
る
、
食
糧
管
理
制
度
に
も
と
づ
く
集
荷
部
門

を
、
農
業
協
同
組
合
に
担
わ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
独
占
資
本
の
農
民

支
配
を
確
立
し
た
の
で
あ
る
。
こ
の
農
地
改
革
の
諸
立
法
に
は
、
五
四

0
ペ
ー
ジ
の
表
に
か
か
げ
た
も
の
が
あ
る
。

以
上
の
老
察
に
よ
っ
て
、
こ
の
時
期
は
占
領
法
体
系
に
よ
る
支
配
を

憲
法
体
系
に
よ
る
支
配
に
転
換
し
、
法
制
的
整
備
が
急
速
に
進
行
し
て

い
く
時
期
で
あ
る
と
い
え
る
。
こ
こ
で
は
内
実
に
お
け
る
ア
メ
リ
カ
帝

国
主
義
に
よ
る
占
領
事
実
は
、
そ
の
ま
ま
継
続
し
、
た
ん
に
法
形
式
上

の
変
更
が
な
さ
れ
た
に
過
ぎ
な
か
っ
た
。

と
こ
ろ
が
一
九
四
七
年
(
昭

和
二
二
年
)
三
月
の
ト
ル

l
マ
ン
・
ド
グ
ト
リ
ン
以
降
、
ア
メ
リ
カ
帝
国

主
義
は
世
界
資
本
主
義
の
体
制
的
危
機
を
回
避
す
る
た
め
、
社
会
主
義

と
の
軍
事
的
対
立
を
深
め
つ
つ
、
社
会
主
義
体
制
の
封
じ
込
め
政
策
を

と
る
に
い
た
っ
た
。
こ
の
た
め
ア
ジ
ア
に
お
い
て
も
、
中
国
草
命
の
成

五
一
九



農地改革を目的とする法律

法
と
経
済
の
関
係
に
つ
い
て

1945，12 農地調整法改正 昭和20年法 64号

1946.10 自作農創設特別措置法 昭和21年法 43す

1947.11 農業協同組合法 昭和22"f法132-~

1948.11 食糧確保臨時措置法 昭和23年法132号

五
二

O

功
と
中
華
人
民
共
和
国
の
成
立
(
一
九
四
九
年
一

O
月
)
に
よ
っ
て
、
高
揚
し
た
ア
ジ
ア
の
民
族
解

放
運
動
を
抑
止
す
る
必
要
が
生
じ
た
。
こ
と
に
、
一
一
一
八
度
線
で
分
断
さ
れ
た
全
朝
鮮
の
平
和
的
統

一
の
要
求
が
、
ア
メ
リ
カ
軍
隊
の
撤
退
の
方
向
で
前
進
し
た
。
こ
の
た
め
ア
ジ
ア
に
お
け
る
反
共

軍
事
体
制
の
強
化
と
、
軍
備
拡
張
に
よ
る
恐
慌
の
切
抜
け
の
た
め
に
、
ア
メ
リ
カ
帝
国
主
義
は
潤

鮮
戦
争
を
引
き
起
し
た
。
こ
う
し
て
日
本
の
『
共
産
主
義
の
防
壁
』
と
し
て
の
役
割
を
強
化
す
る

た
め
に
、
軍
事
的
従
属
を
主
軸
と
し
て
、
政
治
的
・
経
済
的
従
属
を
深
化
さ
せ
る
こ
と
と
な
っ

た
。
こ
の
ア
ジ
ア
の
反
共
拠
点
と
し
て
の
役
割
を
果
さ
せ
る
と
い
う
草
本
的
政
策
に
も
と
づ
い

て
、
ア
メ
リ
カ
帝
国
主
義
は
暴
力
装
置
で
あ
る
軍
隊
を
補
強
す
る
た
め
に
、
自
己
の
指
揮
下
に
あ

る
軍
隊
1
1
1自
衛
隊

i
iの
創
設
、

つ
ま
り
軍
事
的
従
属
を
は
か
る
政
策
を
前
面
に
打
ち
出
し
た

の
で
あ
る
。
こ
れ
は
つ
ぎ
の
時
期
に
引
き
つ
が
れ
て
い
く
こ
と
に
な
る
。

(

l

)

山
本
潔
戦
後
危
機
の
展
開
過
程
東
京
大
学
社
会
科
学
研
究
所
編
戦
後
改
革
5
労
働
改

革
東
京
大
学
出
版
会
一
九
七
四
年
七
月
一

O
一
ペ
ー
ジ
。
久
保
田
.
順
世
界
経
済
の
戦
後
構
造

新
評
論
社
一
九
七
三
年
二
一
月
一
五
五
ペ
ー
ジ
。



第
三
期
(
一
九
五

O
年
八
昭
和
二
五
年
〉
六
月

i
一
九
六

O
年
八
昭
和
三
五
年
〉
六
月
)
の
法
の
役
割

日
本
は
朝
鮮
戦
争
に
よ
っ
て
、
ア
メ
リ
カ
帝
国
主
義
の
後
方
基
地
と
し
て
の
役
割
を
担
わ
さ
れ
た
。
日
本
独
占
資
本
主
義
は
、
朝
鮮
戦

争
に
よ
る
特
需
に
よ
っ
て
、
資
本
蓄
積
を
な
し
復
活
し
た
。
日
本
独
占
資
本
主
義
の
再
編
成
過
程
は
、
ア
メ
リ
カ
帝
国
主
義
へ
の
軍
事
的

従
属
を
中
核
と
し
て
、
経
済
的
従
属
を
体
制
的
な
も
の
と
し
て
整
備
し
て
い
く
過
程
と
し
て
の
特
徴
を
も
っ
て
い
る
。
こ
こ
で
は
ア
メ
リ

カ
帝
国
主
義
へ
の
軍
事
的
従
属
を
前
面
に
押
出
し
、
こ
れ
を
軸
と
し
て
政
治
的
・
経
済
的
従
属
を
体
制
的
に
完
成
さ
せ
る
つ
ぎ
の
時
期
へ

と
結
び
つ
く
こ
と
に
な
る
。
法
の
側
面
か
ら
い
え
ば
、
詰
和
条
約
の
締
結
に
よ
っ
て
、
日
本
の
独
立
が
条
約
上
で
達
成
さ
せ
ら
れ
る
こ
と

に
よ
っ
て
、
前
提
条
件
が
作
出
さ
れ
る
過
程
で
あ
る
。
こ
の
た
め
一
方
で
は
、
ド
ッ
ジ
・
ラ
イ
ン
に
よ
る
イ
ン
フ
レ
ー
シ
ョ
ン
の
収
束
・

通
貨
安
定
(
単
一
為
替
の
設
定
)
・
超
均
衡
予
算
の
編
成
を
要
求
さ
れ
、
中
小
企
業
・
勤
労
大
衆
の
犠
牲
の
上
で
安
定
恐
慌
を
現
出
せ
し

め
、
独
占
本
位
の
経
済
再
建
を
強
行
(
集
中
生
産
方
式
・
合
浬
化
)
す
る
経
済
立
法
と
と
も
に
、
他
方
で
は
、

レ
ッ
ド
パ
!
ジ
を
は
じ
め
と

す
る
人
民
弾
圧
を
強
化
す
る
た
め
の
多
様
な
法
律
の
制
定
を
結
果
し
た
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
朝
・
中
人
民
の
力
に
よ
っ
て
、
ア
メ
リ
カ

帝
国
主
義
が
敗
北
し
た
た
め
、
特
需
に
よ
っ
て
資
本
蓄
積
を
な
し
え
た
日
本
独
占
資
本
は
、
経
済
的
危
機
に
た
た
さ
れ
た
。
こ
の
危
機
か

ら
の
が
れ
る
た
め
に
、
対
米
従
属
を
深
化
さ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
解
決
を
計
っ
た
。
こ
の
こ
と
は
当
然
に
反
帝
・
反
独
占
の
人
民
斗
争
を

措
き
起
さ
ざ
る
を
え
な
い
。

一
九
五
一
年
(
昭
和
二
六
年
)
九
月
の
『
日
本
国
と
の
平
和
条
約
』

(
サ
ン
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
条
約
〉
の
調
印
は
、

こ
の
矛
盾
を
条
約
上
で
解
決
し
よ
う
と
し
た
も
の
で
あ
る
。
従
っ
て
講
和
条
約
の
締
結
は
、
対
米
従
属
の
も
と
で
日
本
独
占
資
本
主
義
が

再
編
成
さ
れ
る
た
め
の
補
完
物
と
し
て
の
役
割
を
果
す
も
の
と
い
え
る
。

(1) 

講
和
条
約
・
安
保
条
約
と
法

法
と
経
済
の
関
係
に
つ
い
て

五



法
と
経
済
の
関
係
に
つ
い
て

五
二
二

一
九
五
二
年
(
昭
和
二
七
年
)
四
月
二
八
日
の
『
日
本
国
と
の
平
和
条
約
』

〈
講
和
条
約
)
の
発
効
は
、
法
形
式
上
で
占
領
終
結
を
も
た

だ
が
、
こ
れ
は
全
面
講
和
で
は
な
く
、
同
時
に
発
効
し
た
『
日
本
国
と
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
と
の
聞
の
安
全
保
障
条
約
』

安
保
条
約
)
に
よ
っ
て
、
日
本
に
軍
事
的
義
務
宏
負
担
き
せ
、
日
本
の
一
持
軍
備
体
制
の
布
石
と
し
て
締
結
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
。
講
和

ら
し
た
。

(
白
米

条
約
の
調
印
国
に
は
日
本
と
戦
っ
た
主
要
国
で
あ
る
中
国
・
ソ
連
が
参
加
せ
ず
、

日
本
と
ア
メ
リ
カ
と
の
事
実
上
の
単
独
講
和
で
あ
っ

た
。
従
っ
て
、

ア
メ
リ
カ
帝
国
主
義
の
日
本
支
配
と
い
う
実
質
的
な
社
会
・
経
済
的
関
係
に
は
変
り
が
な
か
っ
た
。
だ
が
、

『
日
本
国
と

の
平
和
条
約
』
に
よ
っ
て
、
条
約
上
で
独
立
国
と
し
て
の
法
形
式
を
獲
得
し
、
国
家
権
力
の
担
い
手
が
日
本
独
占
資
本
で
あ
る
と
す
る
誤

っ
た
法
理
論
に
理
論
的
根
拠
を
提
供
し
た
。
し
か
し
、
実
際
に
お
い
て
は
、
国
家
権
力
が
ア
メ
リ
カ
帝
国
主
義
と
、
そ
れ
に
従
属
し
た
白

本
独
占
資
本
の
ブ
ロ
ッ
ク
に
よ
っ
て
に
ぎ
ら
れ
て
い
る
と
い
う
事
実
に
は
、
な
ん
ら
の
変
化
を
も
も
た
ら
さ
な
か
っ
た
。
こ
れ
は
、
同
時

に
締
結
さ
れ
た
『
白
本
国
と
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
と
の
間
の
安
全
保
障
条
約
』

(
白
米
安
保
条
約
)
を
み
れ
ば
明
ら
か
で
あ
る
。

『
日
本
国
と
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
と
の
問
の
安
全
保
障
条
約
(
抄
)

日
本
国
は
、
本
日
連
合
国
と
の
平
和
条
約
に
署
名
し
た
。
日
本
国
は
武
装
を
解
除
さ
れ
て
い
る
の
で
、
平
和
条
約
の
効
力
発
生
の
時
に
お
い
て
国
有

の
自
衛
権
を
行
使
す
る
有
効
な
手
段
を
も
た
な
い
。

無
責
任
な
軍
国
主
義
が
ま
だ
世
界
か
ら
駆
逐
さ
れ
て
い
な
い
の
で
、
前
記
の
状
態
に
あ
る
日
本
国
に
は
危
険
が
あ
る
。
よ
っ
て
、
日
本
国
は
、
平
和

条
約
が
日
本
国
と
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
の
問
に
効
力
を
生
ず
る
の
と
同
時
に
効
力
を
生
ず
べ
き
ア
メ
リ
力
合
衆
国
と
の
安
全
保
障
条
約
を
希
望
す
る
。

平
和
条
約
は
、
日
本
国
が
主
権
国
と
し
て
集
団
的
安
全
保
障
取
穫
を
締
結
す
る
こ
と
を
承
認
し
、
さ
ら
に
、
国
際
連
合
憲
章
は
、
す
べ
て
の
国
が
個

別
的
及
び
集
団
的
自
衛
の
固
有
の
権
利
を
有
す
る
こ
と
を
承
認
し
て
い
る
。

こ
れ
ら
の
権
利
の
行
使
と
し
て
、
日
本
国
は
、
そ
の
防
衛
の
た
め
の
暫
定
措
置
と
し
て
、
日
本
国
に
対
す
る
武
力
攻
撃
を
阻
止
す
る
た
め
日
本
国
内

及
び
そ
の
附
近
に
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
が
そ
の
軍
隊
を
維
持
す
る
こ
と
を
希
望
す
る
。

ア
メ
リ
カ
合
衆
国
は
、
平
和
と
安
全
の
た
め
に
、
現
在
宏
子
の
自
国
軍
隊
を
日
本
国
及
び
そ
の
附
近
に
維
持
す
る
意
思
が
あ
る
。
但
し
、
ア
メ
リ
カ



合
衆
国
ば
、
日
本
国
が
攻
撃
的
な
脅
威
と
な
り
又
は
国
際
連
合
憲
章
の
目
的
及
び
原
則
に
従
っ
て
平
和
と
安
全
を
増
進
す
る
こ
と
以
外
に
用
い
ら
れ
う

べ
き
軍
備
を
も
つ
こ
と
を
常
に
避
け
つ
つ
、
直
接
及
び
間
接
の
侵
略
に
対
す
る
自
国
の
防
衛
の
た
め
漸
増
的
に
自
ら
責
伝
を
負
う
こ
と
を
期
待
す
る
。

(
以
下
略
)
』

さ
ら
に
、
安
保
条
約
の
細
目
的
取
り
極
め
は
『
日
本
国
と
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
と
の
聞
の
安
全
保
障
条
約
第
三
条
に
基
く
行
政
協
定
』

(
一
九
五
二
年
〈
昭
和
二
七
年
〉
二

A
二
八
日
)
で
な
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
っ
き
の
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。

『
日
本
国
と
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
と
の
聞
の
安
全
保
障
条
約
第
一
一
一
条
に
基
く
行
政
協
定
(
抄
)

前
文

日
本
国
及
び
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
は
、
千
九
五
十
一
年
九
月
八
日
に
、
日
本
国
及
び
そ
の
附
近
に
お
け
る
合
衆
国
の
陸
率
、
空
軍
及
び
海
軍
の
配
備
に

関
す
る
規
定
を
有
す
る
安
全
保
障
条
約
に
署
名
し
た
の
で
、

ま
た
、
同
条
約
第
三
条
は
、
合
衆
国
の
軍
隊
の
日
本
国
及
び
そ
の
附
近
に
お
け
る
配
備
を
規
律
す
る
条
件
は
両
国
政
府
間
の
行
政
協
定
で
決
定
す
る

と
述
べ
て
い
る
の
で
、
ま
た
、
日
本
国
及
ぴ
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
は
、
安
全
保
障
条
約
に
基
く
各
自
の
義
務
を
具
体
化
し
、
且
つ
、
両
国
民
間
の
相
互
の

利
益
及
び
敬
意
の
緊
密
な
き
ず
な
を
強
化
す
る
実
際
的
な
行
政
取
極
を
締
結
す
る
こ
と
を
希
望
す
る
の
で
、

よ
っ
て
、
日
本
国
政
府
及
び
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
政
府
は
、
次
に
掲
げ
る
条
項
に
よ
り
こ
の
協
定
を
締
結
し
た
。

(
以
下
略
)
』

こ
こ
で
は
ア
メ
リ
カ
帝
国
主
義
が
従
属
し
た
日
本
独
占
資
本
の
意
思
と
し
て
法
を
確
定
し
、
法
に
よ
る
支
配
を
媒
介
と
し
て
、
軍
事
占

領
を
継
続
し
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
国
家
権
力
が
ア
メ
リ
カ
帝
国
主
義
と
、
こ
れ
に
従
属
し
た
日
本
独
占
資
本
の
ブ
ロ
ッ
ク
で
あ
る
と
い

う
実
体
に
い
さ
さ
か
の
変
更
も
な
い
。
し
か
も
こ
の
実
体
を
陰
蔽
す
る
た
め
に
、
国
家
権
力
を
直
接
に
日
本
独
占
資
本
が
担
な
い
、
ア
メ

リ
カ
帝
国
主
義
は
外
部
か
ら
、
こ
れ
を
指
揮
す
る
と
す
る
間
接
支
配
の
外
形
を
作
出
し
た
に
過
ぎ
な
か
っ
た
。
こ
こ
で
は
箪
事
的
従
属
か

ら
政
治
・
経
済
・
軍
事
の
全
面
的
従
属
の
完
了
の
法
的
表
現
と
し
て
位
置
づ
け
る
こ
と
が
で
き
る
。
従
っ
て
、
法
制
的
に
み
る
限
り
、
憲

法
体
系
に
も
と
づ
く
諸
立
法
の
も
つ
、
法
の
経
済
に
た
い
す
る
反
作
用
を
利
用
し
て
、
資
本
主
義
的
発
展
が
と
げ
ら
れ
て
い
く
過
程
で
あ

法
と
経
済
の
関
係
に
つ
い
て

五
二
三



法
と
経
済
の
関
係
に
つ
い
て

五
二
四

る
と
ナ
る
映
像
を
、
つ
つ
し
だ
す
こ
と
が
で
き
た
。
も
ち
ろ
ん
そ
れ
ら
の
諸
立
法
は
、
相
互
に
か
ら
み
あ
っ
て
、
こ
の
基
本
的
目
的
を
達
成

す
る
の
で
あ
る
か
ら
、
個
別
的
に
考
察
す
る
と
基
本
的
目
的
そ
の
も
の
を
不
明
確
な
も
の
と
す
る
。
従
っ
て
安
保
体
制
の
も
と
で
、
憲
法

体
系
と
超
憲
法
的
な
占
領
法
体
系
の
ニ
元
的
構
造
に
終
止
符
が
う
た
れ
、
以
後
憲
法
体
系
に
也
と
づ
く
一
元
的
構
造
に
復
帰
し
た
と
す
る

主
張
は
、
占
領
体
制
そ
の
も
の
が
、
法
的
に
み
て
も
、
日
本
の
独
立
が
実
現
し
た
と
す
る
主
張
に
、
法
的
根
拠
を
提
供
す
る
こ
と
に
な

る
。
い
う
ま
で
も
な
く
、
こ
の
法
形
式
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

ア
メ
リ
カ
帝
国
主
義
に
と
っ
て
も
、
こ
れ
に
従
属
し
た
日
本
独
占
資
本
に
と

っ
て
も
、
日
本
人
民
に
た
い
す
る
支
配
の
実
態
の
変
更
を
伴
う
こ
と
が
な
か
っ
た
。
こ
こ
で
は
憲
法
体
系
が
、
対
米
従
属
の
法
体
制
の
強

化
ト
ル
役
立
た
し
め
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
治
安
・
労
働
・
教
育
を
主
軸
と
す
る
諸
法
制
が
、
完
備
さ
せ
ら
れ
て
い
く
こ
と
を
み
て
も
明
ら

か
で
あ
る
。
占
領

F
の
治
安
立
法
は
廃
止
さ
れ
る
こ
と
な
く
、
再
編
成
さ
れ
た
。
こ
れ
ら
の
治
安
立
法
は
、
ア
メ
リ
カ
平
隊
と
そ
れ
の
補

助
的
機
能
を
果
す
自
衛
隊
を
根
幹
と
す
る
も
の
で
あ
っ
て
、

労
働
関
係
法
も
治
安
立
法
と
し
て
の
性
格
を
も
つ
よ
う
に
な
っ
た
。

こ
れ

は
、
五
四
五
ペ
ー
ジ
の
表
を
み
れ
ば
明
ら
か
で
あ
る
。

こ
れ
ら
の
諸
立
法
は
、
日
本
独
占
資
本
主
請
を
育
成
す
る
経
済
成
長
政
策
と
結
び
つ
く
と
同
時
に
、
日
本
国
憲
法
の
解
釈
変
更
と
い
う

法
的
技
術
を
利
用
し
て
、
法
内
的
規
制
と
し
て
位
量
づ
け
ら
れ
た

Q

こ
こ
で
は
対
米
終
属
が
軍
事
的
・
経
済
的
・
政
治
的
従
属
と
し
て
深

化
す
る
前
提
に
た
ち
、
政
治
的
に
い
え
ば
反
動
化
が
法
の
上
で
も
本
格
的
に
展
開
し
た
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。
こ
の
場
合
、

ア
メ
リ
カ

帝
国
主
義
の
国
際
経
済
政
策
1
1
1
通
商
・
投
資
の
自
由
化
の
拡
大
ー
ー
に
も
と
づ
く
、
経
済
的
諸
立
法
を
中
核
と
し
て
進
行
し
た
。
こ
れ

ま
で
『
外
国
為
替
お
よ
び
外
同
貿
易
管
理
法
』
(
昭
和
二
四
年
法
二
二
八
号
〉
に
よ
る
、
国
際
収
支
の
均
衡
の
も
と
で
、
民
間
貿
易
が
な
さ
れ
て

き
た
。
臼
本
独
占
資
木
の
国
際
経
済
に
た
い
す
る
関
係
は
、
急
速
に
強
化
さ
れ
た
。
こ
と
に
一
九
五
三
年
〈
昭
和
二
八
年
)
囚
月
の
『
日
米
通

商
航
海
条
約
』
と
、

そ
れ
に
も
と
づ
く
一
九
五
四
年
(
昭
和
二
九
年
)
五
月
の

M
・
S
-
A
協
定
(
日
本
国
と
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
と
の
聞
の
相



治安対策を目的とする法律

昭和27年法138号日本国とアメリカ合衆国との間の相互協1952. 5 

力及び安全保障条約第6条に基く施設及

び区域並に日本国における合衆国軍隊の

法
と
経
済
の
関
係
に
つ
い
て

地f立に関する協定の実挿!三伴う刑事特別

ま

昭和27年法240号破壊活動防止法7 

昭和28年法171号電気事業及び石炭鉱業における争議行為1953. 8 

の方法の規制に関する法律

昭和29年法19号学校教育法改正1954. 6 

昭和29年法131号，教育公務員法改正6 

法156号，法159号

法181号

昭和29年法157号義務教育諸学校における教育の政治的中6 

立の確保に関する臨時措置法

昭和29年法166号日米相互防衛援助協定等に伴う秘密保護

法

6 

昭和29年法163号破壊活動防止法改正6 

互
防
衛
援
助
協
定
)
は
、
日
本
独
占

資
本
の
対
米
従
属
の
い
っ
そ
う
の

深
化
を
し
め
す
指
標
で
あ
っ
た
。

M
・
S
-
A
協
定
に
よ
っ
て
、
日

本
の
再
軍
備
促
進
・
自
衛
隊
の
強

化
・
拡
大
が
な
し
と
げ
ら
れ
た
。

と
同
時
に
大
企
業
中
心
の
重
化
学

工
業
な
ど
の
基
幹
産
業
の
育
成
、

道
路
・
港
湾
な
ど
の
産
業
基
螺
整

備
な
ど
の
経
済
政
策
は
、
い
ず
れ

も
軍
事
経
済
の
基
盤
育
成
と
い
う

基
本
的
性
格
を
も
つ
も
の
で
あ
っ

た
。
こ
う
し
て

M
・
S
-
A
協
定

以
後
日
本
独
占
資
本
の
対
米
従
属

は
急
速
に
進
行
し
た
。

M
・
S
-

A
協
定
は
つ
ぎ
の
よ
う
に
な
っ
て

い
る
。

五
二
五



法
と
経
済
の
関
係
に
つ
い
て

五
二
六

『
日
本
国
と
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
と
の
聞
の
相
互
防
衛
援
助
協
定
(
抄
)

第
一
条

1

各
政
府
は
、
経
済
の
安
定
が
国
際
の
平
和
及
び
安
全
保
障
に
欠
く
こ
と
が
で
き
な
い
と
い
う
原
則
と
矛
盾
し
な
い
限
り
、
他
方
の
政
府
に
対
し
、

及
び
こ
の
協
定
の
両
署
名
政
府
が
各
場
合
に
合
意
す
る
そ
の
他
の
政
府
に
対
し
、
援
助
を
供
与
す
る
政
府
が
承
認
す
る
こ
と
が
あ
る
装
備
、
資
材
、
役

務
そ
の
他
の
援
助
を
、
両
署
名
政
府
の
聞
で
行
う
べ
き
細
目
取
極
に
従
っ
て
、
使
用
に
供
す
る
も
の
と
す
る
。
い
ず
れ
か
一
方
の
政
府
が
承
認
す
る
こ

と
が
あ
る
い
か
な
る
援
助
の
供
与
及
び
使
用
も
、
国
際
連
合
憲
章
と
矛
盾
す
る
も
の
で
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
。
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
政
府
が
こ
の
協
定
に

従
っ
て
使
用
に
供
す
る
援
助
は
、
千
九
百
四
十
九
年
の
相
互
防
衛
援
助
法
、
千
九
百
五
十
一
年
の
相
互
安
全
保
障
法
、
こ
の
二
法
律
を
修
正
し
又
は
補

足
す
る
法
律
及
び
こ
れ
ら
の
法
律
に
基
く
歳
出
予
算
法
の
当
該
援
助
の
条
件
及
び
終
了
に
関
す
る
規
定
に
従
っ
て
供
与
す
る
も
の
と
す
る
。

2

各
政
府
は
、
こ
の
協
定
に
従
っ
て
受
け
る
援
助
を
両
政
府
が
満
足
す
る
よ
う
な
方
法
で
平
和
及
び
安
全
保
障
を
促
進
す
る
た
め
効
果
的
に
使
用
す

る
も
の
と
し
、
い
ず
れ
の
一
方
の
政
府
も
、
他
方
の
政
府
の
事
前
の
同
意
を
得
な
い
で
そ
の
援
助
を
他
の
目
的
の
た
め
転
用
し
て
は
な
ら
な
い
。

(
以
下
略
)
』

M
・
S
-
A協
定
は
、
明
確
に
ア
メ
リ
カ
帝
国
主
義
へ
の
従
属
的
再
軍
備
を
強
要
し
、
し
か
も
相
互
防
衛
の
た
め
に
、
そ
の
物
質
的
土

台
で
あ
る
日
本
の
経
済
の
安
定
が
必
要
だ
と
し
、
軍
事
的
・
政
治
的
・
経
済
的
な
全
面
的
従
属
が
、
示
唆
さ
れ
て
い
る
点
に
特
色
が
あ

る
。
こ
こ
で
は
、
日
本
独
占
資
本
主
義
の
発
展
を
対
米
従
属
の
深
化
に
よ
っ
て
押
進
め
る
方
向
が
、
法
の
強
制
に
よ
っ
て
、
現
実
さ
せ
ら

れ
る
と
に
な
る
。
こ
う
し
て
日
本
の
本
格
的
な
再
軍
備
が
は
じ
ま
る
こ
と
に
な
っ
た
。
朝
鮮
戦
争
の
直
後
の
一
九
五

O
年
(
昭
和
二
五
年
)

八
月
に
は
、
警
察
予
備
隊
が
発
足
し
た
が
、
講
和
条
約
後
に
は
保
安
隊
に
昇
格
し
、

さ
ら
に

M
・
S
-
A
協
定
に
よ
っ
て
一
九
五
四
年

(
昭
和
二
七
年
)
に
は
、
防
衛
庁
と
自
衛
隊
と
な
っ
て
軍
事
的
増
大
が
は
じ
め
ら
れ
た
。
他
方
、
こ
の
再
軍
備
の
要
請
に
答
え
る
た
め
一

九
五
二
年
(
昭
和
二
七
年
)
に
は
兵
器
製
造
が
認
め
ら
れ
、
軍
需
産
業
の
育
成
・
拡
大
が
な
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
再
軍
備
の
た
め

の
法
令
に
は
、
五
四
八
ペ
ー
ジ
の
表
に
掲
げ
た
も
の
が
あ
げ
ら
れ
る
。



(2) 

経
済
成
長
政
策
と
法

(a) 

産
業
構
造
の
合
理
化
促
進

対
米
従
属
の
も
と
で
日
本
独
占
資
本
主
義
の
市
場
支
配
が
決
定
的
に
強
化
さ
れ
る
と
、
独
占
禁
止

法
に
攻
撃
が
む
け
ら
れ
た
。
こ
れ
は
独
占
禁
止
法
が
独
占
資
本
に
と
っ
て
障
害
と
な
る
か
ら
で
あ
る
。
す
で
に
一
九
四
九
年
(
昭
和
二
四

年
)
の
独
占
禁
止
法
の
改
正
(
昭
和
二
四
年
年
法
一
口
三
一
号
〉
に
よ
っ
て
、
国
際
契
約
と
株
式
保
有
が
緩
和
さ
れ
、
国
際
石
油
資
本
の
国
内

導
入
の
道
が
聞
か
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
後
退
が
開
始
さ
れ
た
。
も
ち
ろ
ん
こ
の
独
占
禁
止
法
の
後
退
は
、
先
行
す
る
各
種
の
特
別
法
に

よ
っ
て
準
備
さ
れ
て
い
た
。
こ
れ
ら
の
特
別
立
法
は
、
い
づ
れ
も
私
的
カ
ル
テ
ル
の
市
場
統
制
を
、
国
家
が
寵
接
に
助
長
・
強
化
す
る
積

極
的
意
味
を
も
つ
も
の
で
あ
る

Q

従
っ
て
カ
ル
テ
ル
の
許
可
権
が
、
公
正
取
引
委
員
会
か
ら
行
政
官
庁
〈
遇
産
省
)
に
移
さ
れ
、
独
占
資
本

の
意
思
通
り
に
運
営
さ
れ
る
に
至
っ
た
@

〕
れ
ら
の
特
別
法
に
よ
る
準
備
過
程
を
経
て
、

一
九
五
三
年
(
昭
和
二
八
年
)
に
は
独
占
禁
止

法
改
正
ハ
昭
和
二
八
年
法
第
二
五
九
号
)
が
な
さ
れ
た
。
こ
こ
で
は
ト
ラ
ス
ト
の
予
防
措
置
の
緩
和
、
不
況
カ
ル
テ
ル
、
合
理
化
カ
ル
テ
ル
、

再
販
価
格
維
持
契
約
の
適
用
除
外
な
ど
、
企
業
結
合
を
大
巾
に
緩
和
し
、
資
本
蓄
積
の
増
大
を
促
進
し
た
。
こ
れ
は
独
占
資
本
に
よ
る
経

済
成
長
政
策
と
、
そ
れ
に
対
応
す
る
資
本
構
造
の
変
化
に
法
的
保
障
を
与
え
、
独
占
資
本
に
よ
る
市
場
支
配
を
、
国
家
権
力
が
補
強
・
助

長
す
る
法
的
性
格
を
も
つ
も
の
で
あ
る
。

一
九
五
三
年
(
昭
和
二
八
年
)
の
独
占
禁
止
法
改
正
〈
昭
和
二
八
年
法
二
五
九
号
〉
は
、
対
米
従
属
の
も
と
で
の
日
本
独
占
資
本
主
義
の
発

展
8
1
1開
放
経
済
体
制
へ
の
移
行
|
l
i
の
対
応
策
と
し
て
、
と
ら
れ
た
法
的
措
置
で
あ
っ
た
。
そ
の
た
め
に
は
、
な
に
よ
り
も
産
業
構
造

の
高
度
化
・
国
際
競
争
力
の
強
化
が
必
要
で
あ
っ
た
。
す
で
に
一
九
五
ニ
年
(
昭
和
二
七
年
)
の
『
企
業
合
理
化
促
進
法
』
(
昭
和
二
七
年
法

五
号
)
に
よ
っ
て
、
個
別
企
業
の
合
理
化
の
促
進
が
は
か
ら
れ
て
き
た
が
、
産
業
構
造
全
体
の
合
理
化
の
達
成
の
た
め
に
、
企
業
合
理
化

が
基
本
的
課
題
と
さ
れ
る
に
至
っ
た
。

こ
れ
は
一
九
五
七
年
(
昭
和
三
二
年
Y

の
『
産
業
合
理
化
白
書
』
(
通
産
省
編
)
に
よ
っ
て
し
め
さ

法
と
経
済
の
関
係
に
つ
い
て

五
二
七



めの法令

法

昭和25年政令26号
経済と

昭和27年法 265号
(j) 

昭和28年法 145号 関係

昭和29年法 164号
てコ

昭和29年法 165号
L、
て

五

j¥ 

再軍備のた

自衛隊法

警察予備隊令

武器等製造法

防衛庁設置法

保安庁法1952. 7 

1953. 3 

1954. 6 

1954. 6 

1950. 8 

た
。
こ
れ
は

政
投
融
資
金

部
門
に
集
中

間
企
業
へ
の

た
め
の
特
別

整
備
が
な
し

一
九
主
七

易
自
由
化
政

策
と
関
連
し
て
、

一
段
と
進
展
さ
せ
ら
れ
た
。
い
ま
、
こ
れ
ら
の
諸
立
法
を
し
め
す
と
、
五

五

0
ペ
ー
ジ
の
表
の
よ
う
に
な
る
。独

占
資
本
の
助
長
の
た
め
の
経
済
成
長
政
策
へ
の
転
換
は
、

当
然
に
企
業
合
理
化
に
よ
る
労
働
者
の
搾
取
の
強
大
化
に
よ
っ
て
実
現
さ
せ
ら
れ
る
。
と
の

)
 

L
U
 

(
 

労
働
運
動
の
抑
圧

た
め
労
働
者
の
権
利
を
徹
底
的
に
抑
圧
す
る
必
要
が
生
じ
た
。

一
九
五
二
年
(
昭
和
二
七
年
)

の
秋
か
ら
冬
に
か
け
て
、
企
業
合
理
化
に
よ
る
低
賃
金
・
労
働
強
化
が
押
し
つ
け
ら
れ
、
こ

れ
に
た
い
し
て
炭
労
・
電
産
ス
ト
に
み
ら
れ
る
大
斗
争
が
展
開
し
た
。
こ
れ
に
た
い
し
て
国

家
権
力
は
、

一
連
の
反
労
働
者
立
法
を
制
定
し
、
労
働
運
動
を
弾
圧
し
た
。
こ
こ
で
は
た
ん

に
労
働
者
の
ス
ト
規
制
を
な
す
だ
け
で
は
な
く
、
労
働
運
動
そ
の
も
の
を
治
安
対
策
と
い
う



基
本
的
視
角
で
把
え
る
点
で
、
特
徴
的
で
あ
っ
た
。
こ
れ
は
、
五
五
一
ペ
ー
ジ
の
表
を
み
れ
ば
明
ら
か
で
あ
る
。

(c) 

農
民
収
奪
の
強
化

日
本
独
占
資
本
は
経
済
成
長
政
策
に
も
と
づ
い
て
、
大
量
の
低
賃
金
労
働
力
を
必
要
と
し
た
。
こ
の
労
働

力
確
保
を
農
民
に
求
め
、
農
業
収
奪
を
強
化
し
、
農
村
を
破
壊
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
実
現
し
た
。
し
か
も
こ
れ
は
、
ア
メ
リ
カ
帝
国
主
義

の
貿
易
の
自
由
化
に
よ
る
、
大
量
の
農
産
物
の
輸
入
の
要
求
と
合
致
し
て
い
た
。
こ
う
し
て
一
九
五
四
年
(
昭
和
二
九
年
〉
以
降
急
速
に

農
業
破
壊
が
進
行
し
た
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
独
占
資
本
の
農
民
支
配
の
強
化
は
、
食
糧
管
理
制
度
に
依
存
し
て
き
た
農
業
協
同
組
合
が
、

内
部
矛
盾
に
直
面
し
た
の
を
利
用
し
て
、

一
九
五
一
年
(
昭
和
二
六
年
)
に
円
農
業
協
同
組
合
再
建
整
備
法
』
(
昭
和
二
六
年
法
一
四
O
号
)
を

制
定
し
、
経
営
の
合
理
化
を
は
か
る
と
と
に
よ
っ
て
、
独
占
資
本
に
た
い
す
る
系
列
化
を
ば
か
り
、
側
面
か
ら
農
業
破
壊
を
な
し
て
い
っ

た
。
こ
の
農
業
破
壊
が
ど
の
よ
う
に
進
行
し
た
か
は
、
五
五
三
ペ
ー
ジ
に
掲
げ
た
表
で
明
ら
か
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
農
村
破
壊
は
、
や

が
て
一
九
六
一
年
(
昭
和
三
四
年
〉
六
月
の
農
業
基
本
法
(
昭
如
三
四
年
法
一
二
七
号
)
に
も
と
づ
く
、
農
業
改
善
事
業
に
よ
る
選
択
的
拡
大

に
よ
る
、
零
細
農
民
の
切
捨
政
策
に
よ
っ
て
、
決
定
的
な
も
の
と
な
る
。
い
ま
、
農
民
収
奪
の
強
化
を
は
か
る
諸
立
法
を
あ
げ
る
と
、
五

五
三
ペ
ー
ジ
の
表
の
よ
う
に
な
る
。

以
上
の
考
察
に
よ
っ
て
、
こ
の
時
期
の
特
徴
は
、
ア
メ
リ
カ
帝
国
主
義
へ
の
軍
事
的
従
属
を
主
軸
と
す
る
経
済
成
長
政
策
の
も
と
で
、

経
済
的
諸
関
係
に
た
い
す
る
法
制
的
整
備
が
な
し
と
げ
ら
れ
て
い
る
点
に
あ
っ
た
。
こ
れ
は
日
本
独
占
資
本
主
義
の
復
、
治
が
、
対
米
従
属

の
も
と
で
な
し
と
げ
ら
れ
、
急
速
に
生
産
力
を
回
復
し
、
国
際
経
済
に
関
係
づ
け
ら
れ
る
時
期
で
あ
っ
た
と
い
え
る
。
こ
れ
は
日
本
独
占

資
本
主
義
の
発
展
に
も
と
づ
く
、
社
会
・
経
済
的
条
件
の
変
化
を
基
礎
に
、
よ
り
決
定
的
意
味
を
も
っ
法
体
制
の
完
備
が
、
全
面
的
な
対

米
従
属
で
あ
る
新
安
保
体
制
へ
と
転
化
す
る
、
基
礎
条
件
の
整
備
が
な
さ
れ
る
時
期
で
あ
っ
た
。
こ
の
法
体
制
の
整
備
は
、
い
う
ま
で
も

な
く
、
国
家
権
力
を
に
ぎ
っ
て
い
る
ア
メ
リ
カ
帝
国
主
義
と
、
そ
れ
に
従
属
し
た
日
本
独
占
資
本
の
ブ
ロ
ッ
ク
に
よ
る
人
民
支
配
に
、
よ

法
と
経
済
の
関
係
に
つ
い
て

五
二
九



法
と
経
済
の
関
係
に
つ
い
て

五
三
O

経済成長を促進するための法律

1 0財政投融資を促進するもの

1952.6 石油，天然ガス資源開発法 昭和27年法162号

6 道路法 昭和27年法 180号

7 電源開発促進法 昭和27年法283号

1953 産業投融資特別会計法 昭和28年法 122号

1954 経済援助資金特別会計法 昭和29年法104号

1955 石油資源開発法 昭和30年法 152号

1955. 12 原子力基本法 昭和30年法 186号

1956. 3 日本道路公団法 昭和31年法 6号

1956. 3 道路整備特別措置法 昭和31年法 7号

1956. 6 工業用水法 昭和3附国号

1957. 3 特定多目的グム法 昭手口32年法 35号

1957. 4 高速自動車国道法 昭和32年法 79号

1958. 3 道路整備緊急措置法 昭和33年法 34号

1958. 4 工業用水道事業法 昭和33年法 146号

1959 特定港湾施設整備特別措置法 昭和34年法 69号

0資本蓄積を促進するもの

1954 資産再評価特別措置法 |昭和29年法国号

1955 商法改正 昭和30年法 28号

1957. 3 租税特別措置法 昭和32年法 26号

1958. 4 企業担保法 昭和33年法 106号

1959 工業所有権法改正 昭和34年法 121号

0中小企業の合理化を促進するもの

1952. 3 企業合理化促進法 昭和27年法 5号

中小企業安定臨時措置法 昭和27年法294号

8 輸出入取引法 昭和27年法 299号

1953. 6 中小企業金融公庫法 昭和28年法238号

1956 中小企業振興資金等助成法 昭和31年法 115号

5 百貨底法 昭和31年法 116号

下請代金支払遅延防止法 昭和31年法120号

1957. 11 中小企業団体の組織に関する法律 昭和32年法 185号

0産業構造の合理化を促進するもの

1955 石炭鉱業合理化臨時措置法 昭和30年法 156号

1956. 6 繊維工業設備臨時措置法 昭和31年法 103号

1956 機械工業振興臨時措置法 昭和31年法 154号

1957 電子工業振興臨時措置法 昭和32年法 171号 | 



労働運動弾Eのための法律

1952. 7 破壊活動防止法 昭和27年法240号

7 公共企業体等労働関係法改正 昭和27年法280号

7 労働関係調整法改正 昭和27年法 288号

7 地方公営企業労働関係法 昭和27年法289号

1953. 8 電気事業及び石炭鉱業における争議行為 昭和28年法171号

の方法と規制に関する法律(スト規制法〉

1954 警察官職務執行法改正 昭和29年法163号

法
と
経
済
の
関
係
に
つ
い
て

り
適
合
的
な
も
の
に
つ
く
り
変
え
ら
れ
て
い
く
過
程
で
あ
る
と
指
摘
で
き
る
。

(

1

)

 
一
月

〈

2
〉一

月

宮
坂
富
之
助
現
代
資
本
主
義
と
経
済
法
の
展
開

三
六
ペ
ー
ジ
。

金
沢
良
雄
戦
後
経
済
法
の
二
Q
年

二
七
ペ
ー
ジ
。

成
文
堂

一
九
七
三
年
一

ジ
ュ
リ
ス
ト
ぬ
三
六

一
九
六
七
年

む

す

び

」
の
論
稿
は
、
戦
後
日
本
独
占
資
本
主
義
の
発
展
過
程
の
う
ち
、

一
九
六

O
年

(
昭
和
三
五
年
)
六
月
の
『
日
本
国
と
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
と
の
聞
の
相
互
協
力
及
び
安

全
保
障
条
約
』

(
新
安
保
条
約
〉
の
締
結
ま
で
の
時
期
に
お
け
る
法
と
経
済
の
関
係

を
、
具
体
的
な
諸
資
料
に
よ
っ
て
検
討
し
た
に
過
ぎ
な
い
。
こ
こ
で
は
法
と
経
済
に

闘
す
る
相
互
作
用
が
、
世
界
資
本
主
義
の
全
般
的
危
機
の
深
化
と
い
う
基
礎
条
件
の

も
と
に
、
白
木
独
占
資
本
が
対
米
従
属
芦
深
め
、
体
制
的
危
機
を
克
服
す
る
た
め

に
、
法
に
よ
る
規
制
的
作
用
を
積
極
的
に
利
用
し
た
こ
と
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
。

こ
の
法
的
措
置
は
、
ア
メ
リ
カ
帝
国
主
義
の
世
界
侵
略
体
制
に
も
と
づ
く
、
日
本
独

占
資
本
の
従
属
と
、
中
国
の
社
会
主
義
革
命
の
成
功
に
よ
っ
て
激
発
し
た
、

ア
ジ
ア

の
反
米
・
反
植
民
地
斗
争
の
民
族
独
立
運
動
を
庄
殺
し
、
新
植
民
地
政
策
の
一
翼
を

五
三
一



専業・兼業別農家数

法
と
経
済
の
関
係
に
つ
い
て

単位=1，000戸

兼業農家 農 家|

年 次 総農家数 専業農家

計 |第1種兼業陣2種兼業
増減率

% 
25. 2. 1 6，176 3，086 3，090 1，753 

30 11 6，043 2，106 3，937 2，274 1，663 -2.2 

35 11 6，057 2，078 3，979 2，036 1，942 十 0.2

35，12. 1 5，985 1，853 4，132 1，890 2，242 

36 11 5，906 1，613 4，292 2，394 -1.33 1，899 

37 11 5，829 1，503 4，326 1，945 2，381 -1.30 

38 11 5，750 1，379 4，371 1，951 2，420 -1.36 

39 11 5，667 1，212 4，455 1，965 2，490 -1.44 

40 11 5，576 1，149 4，428 1，934 2，494 -1.60 

41 /1 5，500 1，151 4，347 1，833 2，514 -1.36 

42 11 5，419 4，268 1，679 2，589 -1.49 

43 11 5，351 1，071 4，279 1，666 • 2，613 -1.25 

46. 1. 1 5，261 798 4，462 1，566 2，896 -1.68 

五
三
二

担
わ
せ
る
と
い
う
基
本
政
策
と
、
結

び
つ
い
て
い
た
。
こ
の
場
合
、

てず

Jレ

グ
ス
主
義
法
理
論
に
よ
る
法
の
基
本

的
認
識
は
、
法
を
支
配
階
級
の
意
思

の
国
家
的
認
証
と
し
て
把
え
る
点
に

あ
る
。
日
本
の
現
実
は
、
高
度
に
発

達
し
た
資
本
主
義
国
で
あ
り
、
し
か

も
ア
メ
リ
カ
帝
国
主
義
に
従
属
し
て

い
る
と
い
う
基
本
的
性
格
を
、
戦
後

一
貫
し
て
も
っ
て
い
る
。

こ
こ
で

は
、
国
家
権
力
は
ア
メ
リ
カ
帝
国
主

義
と
こ
れ
に
従
属
し
た
日
本
独
占
資

本
と
に
よ
っ
て
に
ざ
ら
れ
、
従
っ
て

法
は
、
こ
れ
ら
の
国
家
権
力
の
に
な

い
手
の
共
通
利
益
を
表
現
し
た
も
の

と
し
て
存
在
し
て
い
る
。
だ
か
ら
、

法
の
経
済
に
た
い
す
る
反
作
用
の
検



農業破壊のための法律

昭和26年法 140号農業協同組合再建整備法1951 

昭和27年法 229号農地法7 1952. 

昭和27i手法 355号農林漁業金融公庫法1953 

昭和31年法 102号農産物価格安定法1956 

昭和31年法 102号農業改良資金助成法1956 

法
と
経
済
の
関
係
ぶ
つ
い
て

討
を
な
す
場
合
に
は
、
か
か
る
意
味
・
内
容
を
も
っ
た
法
と
し
て
の
認
識
に
た
つ
こ
と
を
、

前
提
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
事
実
は
、
法
と
経
済
の
関
係
に
つ
い
て
の
法
理
論
的

考
察
が
、
資
本
主
義
法
の
も
つ
一
般
性
と
、
特
殊
性
と
の
弁
証
法
的
統
一
の
も
と
に
、
究
明

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
を
理
解
さ
せ
て
く
れ
る
。
も
ち
ろ
ん
マ
ル
ク
ス
主
義
法
理
論
に

お
け
る
法
の
相
対
的
独
自
性
に
つ
い
て
の
法
理
論
的
認
識
は
、

マ
ル
ク
ス
主
義
法
理
論
そ
の

も
の
が
、
具
体
的
な
歴
史
的
事
実
を
素
材
と
し
、
そ
れ
を
科
学
的
に
理
論
化
す
る
作
業
に
よ

つ
て
は
じ
め
て
達
成
さ
れ
る
こ
と
を
し
め
し
て
い
る
。
従
っ
て
か
か
る
法
的
作
業
は
、
す
ぐ

れ
て
実
践
的
意
味
を
も
っ
た
も
の
と
な
ろ
。
こ
の
論
稿
で
取
扱
っ
た
時
期
に
引
き
つ
づ
く
時

期
に
お
け
る
法
と
経
済
と
の
関
係
に
つ
い
て
の
考
察
と
、
そ
れ
に
よ
る
法
の
相
対
的
独
自
性

に
つ
い
て
の
法
理
論
的
考
察
は
、
別
稿
に
お
い
て
取
扱
う
こ
と
に
し
た
い
。
そ
し
て
、
こ
の

二
つ
の
検
討
を
通
じ
て
戦
後
日
本
独
占
資
本
主
義
の
発
展
過
程
に
お
け
る
、
法
制
的
な
歴
史

的
事
実
に
も
と
づ
く
全
体
的
考
察
が
果
さ
れ
、
は
じ
め
て
戦
後
日
本
独
占
資
本
主
義
の
も
と

で
の
、
法
と
経
済
と
の
相
互
関
係
を
、
検
証
で
さ
る
こ
と
に
な
る
。
こ
れ
に
よ
っ
て
マ
ル
ク

ス
主
義
法
理
論
に
お
け
る
法
の
相
対
的
独
自
性
と
い
う
法
学
的
課
題
の
究
明
を
な
し
う
る

し
、
同
時
に
マ
ル
ク
ス
主
義
法
理
論
の
創
造
的
発
展
に
役
立
つ
こ
と
に
な
る
。
こ
う
し
て
、

日
本
人
民
の
今
日
的
課
題
を
な
す
人
民
民
主
主
義
革
命
の
基
本
路
線
の
科
学
的
認
識
と
、
理

論
的
に
は
、
そ
れ
に
科
学
的
・
法
理
論
的
根
拠
を
与
え
る
と
い
う
、

マ
ル
ク
ス
主
義
法
理
論

五
三
三



法
と
経
済
の
関
係
に
つ
い
て

の
実
践
的
意
味
と
役
割
を
呆
し
う
る
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。
こ
の
論
稿
は
、
素
描
的
な
考
察
に
す
ぎ
な
い
が
、

理
解
の
た
め
に
、
す
こ
し
で
も
役
立
つ
な
ら
ば
幸
で
あ
る
と
考
え
て
い
る
。

五
三
回

マ
ル
ク
ス
主
義
法
理
論
の




